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諮問第 １ 号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 人権擁護委員の候補者に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 

 

     住  所   燕市米納津３３９８番地 

     氏  名   北 村 文 江 

               昭和２６年１１月１７日生 
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諮問第 ２ 号 

 

人権擁護委員候補者の推薦について 

 

 人権擁護委員の候補者に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法（昭和

２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 

 

     住  所   燕市米納津４８７５番地 

     氏  名   石 村 寿 一 

               昭和２７年 ５ 月１４日生 
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議案第 １２ 号 

 

燕市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の 

一部改正について 

 

 燕市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例（平成１８年燕

市条例第５１号）の一部を次のように改正するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力   

 

 

 

 

記 
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   燕市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改

正する条例 

 

 燕市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(平成18年燕市

条例第51号)の一部を次のように改正する。 

 

 第2条中「月額54万2,500円とする」を「月額60万円以内において教育委員

会が市長と協議して定める」に改める。 

 

   附 則 

この条例は、平成25年4月1日から施行する。 
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議案第 １４ 号 

 

燕市公告式条例の一部改正について 

 

 燕市公告式条例（平成１８年燕市条例第３号）の一部を次のように改正す

るものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市公告式条例の一部を改正する条例 

 

 燕市公告式条例(平成18年燕市条例第3号)の一部を次のように改正する。 

 

 別表を次のように改める。 

別表(第2条関係) 

名称 位置 

燕市役所前掲示場 燕市吉田西太田1934番地 

 

   附 則 

 この条例は、平成25年5月7日から施行する。 
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議案第 １５ 号 

 

燕市行政組織条例の一部改正について 

 

 燕市行政組織条例（平成１８年燕市条例第８号）の一部を次のように改正

するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力   

 

 

 

 

記 
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   燕市行政組織条例の一部を改正する条例 

 

第1条 燕市行政組織条例(平成18年燕市条例第8号)の一部を次のように改正

する。 

  第2条の表市民生活部の項及び健康福祉部の項を次のように改める。 

  市民生活部 

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関すること。 

(2) 住居表示に関すること。 

(3) 市税等の賦課に関すること。 

(4) 市税等の徴収に関すること。 

(5) 環境政策及び環境衛生に関すること。 

(6) 交通対策に関すること。 

(7) 公害防止に関すること。 

健康福祉部 

(1) 社会福祉に関すること。 

(2) 高齢者福祉に関すること。 

(3) 介護保険に関すること(介護保険料の賦課等を除く。)。 

(4) 児童福祉に関すること。 

(5) 保健衛生及び保健指導に関すること。 

(6) 国民健康保険に関すること(国民健康保険税の賦課等を除く。)。 

(7) 国民年金に関すること。 

(8) 医療費助成に関すること。 

第2条 燕市行政組織条例の一部を次のように改正する。 

  第2条の表総務部の項を次のように改める。 

  総務部 

(1) 議会及び行政組織に関すること。 

(2) 職員の人事、厚生及び研修に関すること。 

(3) 秘書及び褒賞に関すること。 

(4) 防災に関すること。 
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(5) 情報化政策及び情報システムに関すること。 

(6) 市有財産に関すること。 

(7) 工事等の入札及び契約管理に関すること。 

(8) 工事の設計審査及び検査に関すること。 

(9) 他の部の所管に属さないこと。 

 

   附 則 

この条例中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は同年5月7日

から施行する。 
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議案第 １６ 号 

 

燕市庁舎会議室等の使用に関する条例の制定について 

 

 燕市庁舎会議室等の使用に関する条例を次のように制定するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出    

                 燕 市 長  鈴 木   力   

 

 

 

 

記 
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   燕市庁舎会議室等の使用に関する条例 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規

定により、燕市庁舎の会議室等を市の事務及び事業に支障のない範囲で市

民等の使用に供することについて、必要な事項を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

(1) 会議室等 別表に掲げるものをいう。 

(2) 休日 燕市の休日を定める条例(平成18年燕市条例第2号)第1条第1項

に定める休日をいう。 

(3) 平日 前号に定める日以外の日をいう。 

(使用できない日) 

第3条 会議室等を使用できない日は、12月29日から翌年1月3日までの日と

する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。 

(使用時間) 

第4条 会議室等の使用時間は、平日においては午後6時から午後9時まで、

休日においては午前9時から午後9時までとする。 

(対象) 

第5条 会議室等を使用できるものは、次の各号のいずれかに該当するもの

とする。 

(1) 市内に住所を有する者又は市内に通勤若しくは通学をしている者 

(2) 市内に事業所又は事務所を有する者又は法人その他の団体 

(3) その他市長が特に必要と認めるもの 

(使用の許可) 

第6条 会議室等を使用しようとするものは、市長の許可を得なければなら

ない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。 

2 市長は、会議室等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条
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件を付すことができる。 

(使用の制限) 

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議室等の使用を

許可しない。 

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。 

(2) 会議室等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。  

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77

号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行うも

のであると認められるとき。 

(4) 営利を目的とする民間企業等が、その営利を目的とした販売等のため

に会議室等を使用するとき。 

(5) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は選挙に関し特定の候補者

の支持をしようとするとき。 

(6) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持しよ

うとするとき。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があるとき、又は市長が適当

でないと認めるとき。 

(使用許可の取消し等) 

第8条 市長は、使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)が、次

の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を

制限し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に生

じた損害について市長はその責を負わない。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(2) 使用の許可に付した条件に違反したとき。 

(3) 偽りその他不正な手段により使用の許可を受けたとき。 

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別な事情により市長が必要と認めると

き。 

(使用料) 

第9条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。 
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2 使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるとき

は、この限りでない。 

(使用料の減免) 

第10条 市長は、公益上その他特に必要と認めるときは、使用料を減額し、

又は免除することができる。 

(使用料の不還付) 

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると

認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 

(目的外使用等の禁止) 

第12条 使用者は、会議室等を許可された目的以外の目的に使用してはなら

ない。 

2 使用者は、使用する権利を第三者に譲渡し、又は転貸してはならない。 

(原状回復の義務) 

第13条 使用者は、会議室等の使用を終了したときは、直ちに会議室等を原

状に回復させなければならない。第8条の規定による使用の許可の取消し

又は使用の停止の処分を受けたときも、同様とする。 

(損害賠償等) 

第14条 使用者は、故意又は過失により会議室等を損傷し、又は滅失したと

きは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、市長

が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。 

(委任) 

第15条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、

規則で定める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成25年7月1日から施行する。 
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別表(第2条、第9条関係) 

1 つばめホール及びまちづくり広場 

区分 1 時間当たりの使用料 

(午前 9 時から午後 9 時まで)

つばめホール 2,000 円

まちづくり広場(木製

デッキ部分を含む。) 
2,000 円

附属設備  規則で定める額 

2 会議室 

区分 午前 

(午前 9 時から正

午まで) 

午後 

(午後 1 時から午

後 5 時まで) 

夜間 

(午後 6 時から午

後 9 時まで) 

会議室 101 1,600 円 2,100 円 1,600 円

会議室 102 1,600 円 2,100 円 1,600 円

会議室 103 1,600 円 2,100 円 1,600 円

会議室 201 2,600 円 3,500 円 2,600 円

会議室 202 1,000 円 1,400 円 1,000 円

会議室 203 1,000 円 1,400 円 1,000 円

附属設備  規則で定める額 

備考 

1 冷暖房の利用期間中に使用する場合は、使用料の2割に相当する額を

加算する (まちづくり広場及び附属設備は除く。)。 

2 使用者が入場料又はこれに類するものを徴収する場合は、使用料の2

割に相当する額を加算する (附属設備は除く。)。 
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議案第 １７ 号 

 

燕市職員の給与に関する条例等の一部改正について 

 

 燕市職員の給与に関する条例（平成１８年燕市条例第５２号）等の一部を

次のように改正するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

 

 (燕市職員の給与に関する条例の一部改正) 

第1条 燕市職員の給与に関する条例(平成18年燕市条例第52号)の一部を次

のように改正する。 

  別表第1備考中「100分の98.82」を「100分の98.91」に改める。 

(燕市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正) 

第2条 燕市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年燕市条

例第174号)の一部を次のように改正する。 

  附則第7条第1項中「給料月額のほか、その差額に相当する額」を「平成

26年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から、そ

の差額に相当する額に2分の1を乗じて得た額(その額が1万円を超えるとき

は、1万円)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切

り捨てた額)」に改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 
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議案第 １８ 号 

 

燕市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正について 

 

 燕市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成１８年燕市条例第５３号 )の一

部を次のように改正するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例 

 

 燕市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年燕市条例第53号)の一部を

次のように改正する。 

 

 第5条第1項第1号中「第6条第2項若しくは第3項に規定する感染症若しく

は」を「第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに」に改め、「(以下「検

体」という。)」を削り、同項第2号中「、家庭訪問指導又は検体の採取若し

くは取扱いの作業」を「又は家庭訪問指導の作業」に改め、同項第3号を次

のように改める。 

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病(口

蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに限

る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若し

くは埋却又は畜舎等の消毒の作業 

 第5条第2項中「300円」を「、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該

各号に定める額」に改め、同項に次の2号を加える。 

(1) 前項第1号及び第2号の作業 300円 

(2) 前項第3号の作業 380円(著しく危険であると市長が認める作業に従事

した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した

額) 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 １９ 号 

 

公益的法人等への燕市職員の派遣等に関する条例の一部改正について 

 

 公益的法人等への燕市職員の派遣等に関する条例（平成１８年燕市条例第

３３号）の一部を次のように改正するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力   

 

 

 

 

記 
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   公益的法人等への燕市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条

例 

 

 公益的法人等への燕市職員の派遣等に関する条例(平成18年燕市条例第33

号)の一部を次のように改正する。 

 

 第2条第1項各号を次のように改める。 

 (1) 一般財団法人燕三条地場産業振興センター(昭和60年1月21日に財団法

人燕三条駅観光物産センターという名称で設立された法人をいう。)  

   (2) 公益財団法人にいがた産業創造機構(昭和 46 年 4 月 1 日に財団法人

新潟県中小企業振興公社という名称で設立された法人をいう。) 

 

   附 則 

この条例は、平成25年4月1日から施行する。 
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議案第 ２０ 号 

 

燕市新型インフルエンザ等対策本部条例の制定について 

 

 燕市新型インフルエンザ等対策本部条例を次のように制定するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力     

 

 

 

 

記 
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   燕市新型インフルエンザ等対策本部条例 

 

(目的) 

第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第

31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基

づき、燕市新型インフルエンザ等対策本部(以下「対策本部」という。)に

関し必要な事項を定めることを目的とする。 

(組織) 

第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、対

策本部の事務を総括する。 

2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本

部長を助け、対策本部の事務を整理する。 

3 新型インフルエンザ等対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長

の命を受け、対策本部の事務に従事する。 

4 対策本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くこと

ができる。 

 (会議) 

第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うた

め、必要に応じ、対策本部の会議(次項において「会議」という。)を招集

する。 

2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他市の職員以外

の者を会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることが

できる。 

(部) 

第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。 

2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。 

3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれに当たる。 

4 部長は、部の事務を掌理する。 

(雑則) 
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第5条 この条例に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部

長が定める。 

 

附 則 

この条例は、法の施行の日から施行する。 
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議案第 ２１ 号 

 

燕市空き家等の適正管理及びまちなか居住促進に関する条例の 

制定について 

 

 燕市空き家等の適正管理及びまちなか居住促進に関する条例を次のように

制定するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市空き家等の適正管理及びまちなか居住促進に関する条例 

 

 (目的)  

第1条 この条例は、空き家及び空き地(以下「空き家等」という。)の適正

な管理及び活用促進に関し、基本理念を定め、市、市民等及び管理義務者

の責務を明らかにするとともに、必要な事項を定めることにより、空き家

等が管理不全な状態になることの防止を図り、もって安全で良好な景観及

び住環境を確保し、魅力あるまちづくり及びまちなか居住促進を推進する

ことを目的とする。  

(定義)  

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。  

(1) 空き家 現に人が使用していない建物(現に人が使用していない建物

と同様の状態にあるもの含む。)その他の工作物及び立木等の附属物を

いう。 

(2) 空き地 現に人が使用していない土地(現に人が使用していない土地

と同様の状態にあるもの含む。)をいう。 

(3) まちなか 直近の国勢調査における人口集中地区(ＤＩＤ地区)及び都

市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する用途地域指

定区域(工業専用地域を除く。)をいう。 

(4) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。  

ア 雑草及び雑木が繁茂し、又は枯草及び枯木が密集し、かつ、それら

が放置されている状態 

イ 老朽化又は積雪、台風等の自然災害により、倒壊又は建築資材等の

飛散のおそれのある状態  

ウ 不特定者の侵入による火災及び犯罪を誘発するおそれのある状態 

(5) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学

する者をいう。 

(6) 管理義務者 所有者、占有者、相続人その他の当該空き家等を管理す
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べき者をいう。 

(基本理念) 

第3条 市、市民等及び管理義務者は、市内に適正に管理されない空き家等

が増えることにより、防犯上、景観上又は環境上多くの社会問題が生じ、

まちの活気が失われることを認識し、誰もが住みたくなる、又は訪れたく

なる魅力あるまちづくりを推進するために、空き家等の適正な管理又は有

効な活用促進を図るものとする。 

2 特に住宅が密集し、狭隘な道路が多いまちなかにおいては、適正な管理

がされていない空き家等が周辺の環境を乱し、又は近隣の住民に迷惑を及

ぼす等まちなかの空き家等が抱える課題の解決に向け、市、市民等及び管

理義務者は、相互の理解及び協力のもと、空き家等を有効に活用し、賑わ

いのあるまちづくりを実現するために、まちなか居住促進の推進を図るも

のとする。 

(市の責務) 

第4条 市は、前条に規定する基本理念(以下｢基本理念｣という。)にのっと

り、必要な施策を総合的に策定し、実施するものとする。  

2 市は、基本理念にのっとり、関係行政機関と連携し、市民等及び管理義

務者の意識の啓発を行うものとする。  

3 市は、市民等又は管理義務者が空き家等の適正な管理又は有効促進を図

るために必要な支援を行うよう努めるものとする。 

(市民等の責務) 

第5条 市民等は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、

速やかに市にその情報を提供するものとする。  

2 市民等は、基本理念にのっとり、地域の良好な生活環境の維持又は保全

に努めるとともに、前項に規定する情報に基づき市が実施する必要な措置

に協力するものとする。  

(管理義務者の責務)  

第6条 空き家等の管理義務者は、当該空き家等が管理不全な状態にならな

いように自らの責任において適正な管理をしなければならない。  
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(まちなかの空き家等の有効活用促進) 

第7条 まちなかの空き家等の管理義務者は、当該空き家等を居住促進や店

舗整備等により、まちなかの賑わいづくりに積極的に有効活用するよう努

めるものとする。  

2 市は、前項の規定により空き家等を有効に活用した居住促進又は店舗整

備等まちなかの賑わいづくりを行う者に対し、必要な支援を行うことがで

きる。 

(実態調査)  

第8条 市長は、第5条第1項の規定による情報提供があったとき、又は空き

家等が管理不全な状態にあると推測されるときは、当該空き家等の実態調

査を行うことができる。  

(助言及び指導) 

第9条 市長は、前条に規定する実態調査を行い、当該空き家等が管理不全

な状態であると認定し、かつ、特に公益上必要があると認めるときは、当

該管理義務者に対し、適正な管理のための措置について助言及び指導をす

ることができる。  

(勧告) 

第10条 市長は、前条の規定による助言及び指導を受けた管理義務者が正当

な理由なく当該助言及び指導に従わないときは、当該管理義務者に対し、

必要な措置を講ずるよう勧告することができる。  

(命令) 

第11条 市長は、前条の規定による勧告に応じないときは、当該管理義務者

に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。 

2 市長は、前項の規定により命令するときは、当該命令に係る者に意見を

述べる機会を与えなければならない。 

(公表) 

第12条 市長は、前条の規定による命令を受けた者が、正当な理由なく当該

命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。  

(1) 命令に従わなかった者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、
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その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)  

(2) 命令に係る空き家等の所在地  

(3) 命令の内容  

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る者に意見を

述べる機会を与えなければならない。  

(代執行) 

第13条 市長は、第11条の規定による命令を受けた者が、これを履行しない

場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、

かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、

行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより、自ら必要な措

置を行い、又は第三者にこれを行わせ、その費用を当該管理義務者から徴

収することができる。  

(緊急安全措置) 

第14条 市長は、空き家等の危険な状態が切迫している場合であって、管理

義務者が直ちに危険な状態を解消するための措置を講ずることができない

特別の事情があると認められるときは、当該危険な状態を回避するために

管理義務者に代わって必要な 低限度の措置(以下「緊急安全措置」とい

う。)をとることができる。  

2 市長は、前項に規定する緊急安全措置を実施する場合は、当該管理義務

者の同意を得て実施するものとする。  

3 市長は、第1項の規定により緊急安全措置を講じたときは、それに要した

費用を管理義務者から徴収するものとする。 

(空き家等審査会) 

第15条 市長の諮問に応じ、第10条の規定による勧告等について審査するた

め、燕市管理不全空き家等審査会(以下「空き家等審査会」という。)を置

く。 

2 前項の規定による空き家等審査会の組織及び運営に関する事項は、規則

で定める。 

(警察その他の関係機関との連携)  
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第16条 市長は、緊急を要する場合は、市の区域を管轄する警察その他の関

係機関に必要な措置を要請することができる。  

(委任) 

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。  

 

附 則 

この条例は、平成25年7月1日から施行する。 
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議案第 ２２ 号 

 

燕市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す 

る条例の一部改正について 

 

 燕市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平

成１８年燕市条例第５７号）の一部を次のように改正するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

の一部を改正する条例 

 

 燕市議会の議決に付すべき契約及び財産の所得又は処分に関する条例(平

成18年燕市条例第57号)の一部を次のように改正する。 

 

 第3条の次に次の1条を加える。 

(変更契約で議会の議決に付すことを要しないもの) 

第4条 第2条の規定により議会の議決に付して締結した契約を変更する契約

で、当該変更により増額し、又は減額する契約金額が当該変更前の契約金

額の100分の10(その額が1億円を超えるときは、1億円)未満のものについ

ては、議会の議決に付することを要しない。 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第 ２３ 号 

 

燕市税条例の一部改正について 

 

 燕市税条例（平成１８年燕市条例第６１号）の一部を次のように改正する

ものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市税条例の一部を改正する条例 

 

燕市税条例(平成18年燕市条例第61号)の一部を次のように改正する。 

 

附則に次の1条を加える。 

(個人の市民税の税率の特例等) 

第24条 平成26年度から平成35年度までの各年度分の個人の市民税に限り、

均等割の税率は、第19条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額に

500円を加算した額とする。 

 

附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 

- 33 -



議案第 ２４ 号 

 

燕市国民健康保険税条例の一部改正について 

 

 燕市国民健康保険税条例（平成１８年燕市条例第６３号）の一部を次のよ

うに改正するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

燕市国民健康保険税条例(平成18年燕市条例第63号)の一部を次のように

改正する。 

 

第2条第2項から第4項までの規定中「及び資産割額」を削る。 

第3条第1項中「100分の6.30」を「100分の7.10」に改める。 

第4条を次のように改める。 

第4条 削除 

第5条中「2万3,100円」を「2万4,200円」に改める。 

第6条第1号中「2万2,800円」を「2万4,000円」に改め、同条第2号中「1

万1,400円」を「1万2,000円」に改める。 

第6条の2中「100分の1.05」を「100分の2.70」に改める。 

第6条の3を次のように改める。 

第6条の3 削除 

第6条の4中「3,400円」を「8,800円」に改める。 

第6条の5第1号中「4,200円」を「8,000円」に改め、同条第2号中「2,100

円」を「4,000円」に改める。 

第7条中「100分の1.62」を「100分の2.50」に改める。 

第9条中「1万2,700円」を「1万5,800円」に改める。 

第16条第1号ア中「16,170円」を「16,940円」に改め、同号イ(ア)中

「15,960円」を「16,800円」に改め、同号イ(イ)中「7,980円」を「8,400

円」に改め、同号ウ中「2,380円」を「6,160円」に改め、同号エ(ア)中

「2,940円」を「5,600円」に改め、同号エ(イ)中「1,470円」を「2,800円」

に改め、同号オ中「8,890円」を「11,060円」に改め、同条第2号ア中

「11,550円」を「12,100円」に改め、同号イ(ア)中「11,400円」を「12,000

円」に改め、同号イ(イ)中「5,700円」を「6,000円」に改め、同号ウ中

「1,700円」を「4,400円」に改め、同号エ(ア)中「2,100円」を「4,000円」

に改め、同号エ(イ)中「1,050円」を「2,000円」に改め、同号オ中「6,350
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円」を「7,900円」に改め、同条第3号ア中「4,620円」を「4,840円」に改め、

同号イ(ア)中「4,560円」を「4,800円」に改め、同号イ(イ)中「2,280円」

を「2,400円」に改め、同号ウ中「680円」を「1,760円」に改め、同号エ

(ア)中「840円」を「1,600円」に改め、同号エ(イ)中「420円」を「800円」

に改め、同号オ中「2,540円」を「3,160円」に改める。 

 

附 則 

 (施行期日) 

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 

 (適用区分) 

2 改正後の燕市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の

国民健康保険税について適用し、平成24年度分までの国民健康保険税につ

いては、なお従前の例による。 
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議案第 ２５ 号 

 

燕市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例の 

制定について 

 

 燕市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例を次のように制

定するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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燕市一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格を定める条例 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第

137号。以下「法」という。)第21条第3項の規定に基づき、市が一般廃棄

物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の

資格を定めるものとする。 

(技術管理者の資格) 

第2条 前条の技術管理者は、次の各号のいずれかに該当する資格を有する

者とする。 

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部

門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限

る。) 

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)で

あって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を

有するもの 

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者 

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次

号において同じ。)の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛

生工学若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃

棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(5) 学校教育法に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに

相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科

目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に

従事した経験を有する者 

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校の理学、薬学、工

学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学

工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者 
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(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校の理学、薬学、工

学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学

工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処

理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校において土木科、

化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃

棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校において理学、工

学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した

後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者 

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有す

る者 

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる

者 

 

附 則 

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 
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議案第 ２６ 号 

 

燕市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準 

並びに事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の 

制定について 

 

燕市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並びに事

業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例を次のように制定するも

のとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力   

 

 

 

 

記 
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   燕市指定地域密着型サービスに係る事業者の指定に関する基準並び

に事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)

第78条の2第1項及び第4項第1号の規定による指定地域密着型サービス事

業者の指定に関する基準並びに第78条の4第1項及び第2項の規定による指

定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準について

定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、特に定めのない限り、法、介護

保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生

省令第36号)及び指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に

関する基準(平成18年厚生労働省令第34号。以下「基準省令」という。)

において使用する用語の例による。 

(指定地域密着型サービスの事業の一般原則) 

第3条 指定地域密着型サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重し、

常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。 

2 指定地域密着型サービス事業者は、指定地域密着型サービスの事業を運

営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、他の地域密着型サ

ービス事業者又は居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福

祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。 

(指定地域密着型サービスの指定を受けることができる者) 

第4条 法第78条の2第4項第1号の規定により条例で定める者は、法人とする。 

(指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員) 

第5条 法第78条の2第1項の規定により条例で定める数は、29人以下とする。 

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本方針) 

第6条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の事業は、要介護状態とな

った場合においても、その利用者が尊厳を保持し、可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、
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定期的な巡回又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、入浴、排せつ、

食事等の介護、日常生活上の緊急時の対応その他の安心してその居宅にお

いて生活を送ることができるようにするための援助を行うとともに、その

療養生活を支援し、心身の機能の維持回復を目指すものでなければならな

い。 

(定期巡回・随時対応型訪問介護看護の記録の整備) 

第7条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、利用者に対する

指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に関する次の各号に掲げる

記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。 

(1) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護計画 

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 主治の医師による指示の文書 

(4) 訪問看護報告書 

(5) 市への通知に係る記録 

(6) 苦情の内容等の記録 

(7) 事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録 

(夜間対応型訪問介護の基本方針) 

第8条 指定夜間対応型訪問介護の事業は、要介護状態となった場合におい

ても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう、夜間において、定期的な巡回

又は随時通報によりその者の居宅を訪問し、排せつの介護、日常生活上の

緊急時の対応その他の夜間においても安心してその居宅において生活を

送ることができるようにするための援助を行うものでなければならない。 

(認知症対応型通所介護の基本方針) 

第9条 指定認知症対応型通所介護の事業は、要介護状態となった場合にお

いても、その認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有

する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生

活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消

及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽

減を図るものでなければならない。 
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(小規模多機能型居宅介護の基本方針) 

第10条 指定小規模多機能型居宅介護の事業は、要介護者について、その居

宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当

該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で、入浴、排せつ、

食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、

利用者がその有する能力に応じその居宅において自立した日常生活を営

むことができるようにするものでなければならない。 

(認知症対応型共同生活介護の基本方針) 

第11条 指定認知症対応型共同生活介護の事業は、要介護者であって認知症

であるものについて、共同生活住居において、家庭的な環境及び地域住民

との交流の下で入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及

び機能訓練を行うことにより、利用者がその有する能力に応じ自立した日

常生活を営むことができるようにするものでなければならない。 

(地域密着型特定施設入居者生活介護の基本方針) 

第12条 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業は、地域密着型特定

施設サービス計画に基づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生

活上の世話、機能訓練及び療養上の世話を行うことにより、当該指定地域

密着型特定施設入居者生活介護の提供を受ける入居者が指定地域密着型

特定施設においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるようにするものでなければならない。 

2 指定地域密着型特定施設入居者生活介護事業者は、安定的かつ継続的な

事業運営に努めなければならない。 

 (地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方針) 

第13条 指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の事業を行う地

域密着型介護老人福祉施設は、地域密着型施設サービス計画に基づき、可

能な限り、居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入浴、排せつ、食

事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上

の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことにより、入所者

がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにす

ることを目指すものでなければならない。 

- 43 -



2 指定地域密着型介護老人福祉施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、

常にその者の立場に立って指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護を提供するように努めなければならない。 

3 指定地域密着型介護老人福祉施設は、明るく家庭的な雰囲気を有し、地

域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、

居宅サービス事業者、地域密着型サービス事業者、他の介護保険施設その

他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に

努めなければならない。 

(地域密着型介護老人福祉施設の居室の定員) 

第14条 1の居室の定員は、1人とすること。ただし、地域の実情を踏まえ市

長が必要と認めた場合は、4人以下とすることができる。 

(ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の基本方

針) 

第15条 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、入居者一人一人の

意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画に基づき、その居宅

における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居

後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニットにおいて入

居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援しな

ければならない。 

2 ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設は、地域や家庭との結び付

きを重視した運営を行い、市、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、

地域密着型サービス事業者、介護保険施設その他の保健医療サービス又は

福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。 

(複合型サービスの基本方針) 

第16条 指定複合型サービスの事業は、法第74条第2項の規定により新潟県

の条例で定める訪問看護の基本方針及び第10条に規定する小規模多機能

型居宅介護の基本方針を踏まえて行うものでなければならない。 

(準用) 

第17条 第7条の規定は、指定夜間対応型訪問介護、指定認知症対応型通所

介護、指定小規模多機能型居宅介護、指定認知症対応型共同生活介護、指
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定地域密着型特定施設入居者生活介護及び複合型サービスの事業並びに

指定地域密着型介護老人福祉施設及びユニット型指定地域密着型介護老

人福祉施設について準用する。 

2 第14条の規定は、ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設について

準用する。 

(指定地域密着型サービスに関するその他の基準) 

第18条 第3条及び第6条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型

サービス事業の人員、設備及び運営に関する基準は、基準省令の定めると

ころによる。 

 

附 則 

この条例は、平成25年4月1日から施行する。 
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議案第 ２７ 号 

 

燕市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関す 

る基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための 

効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について 

 

 燕市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する基準

並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準を定める条例を次のように制定するものとする。 

 

              平成２５年  ３  月  ８  日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市指定地域密着型介護予防サービスに係る事業者の指定に関する 

基準並びに事業の人員、設備及び運営並びに介護予防のための効果 

的な支援の方法に関する基準を定める条例 

 

(趣旨) 

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)

第115条の12第2項第1号の規定に基づく指定地域密着型介護予防サービス

事業者の指定に関する基準並びに法第115条の14第1項及び第2項の規定に

基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準を定めるものとする。 

(定義) 

第2条 この条例において使用する用語は、特に定めのない限り、法、介護

保険法施行令(平成10年政令第412号)、介護保険法施行規則(平成11年厚生

省令第36号)及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及

び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号。以下「予

防基準省令」という。)において使用する用語の例による。 

(指定地域密着型介護予防サービスの事業の一般原則) 

第3条 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、利用者の意思及び人格

を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければなら

ない。 

2 指定地域密着型介護予防サービス事業者は、指定地域密着型介護予防サ

ービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市、

他の指定地域密着型介護予防サービス事業者又は介護予防サービス事業

者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に

努めなければならない。 

(指定地域密着型介護予防サービスの指定を受けることができる者) 

第4条 法第115条の12第2項第1号の規定により条例で定める者は、法人とす

る。 
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(介護予防認知症対応型通所介護の基本方針) 

第5条 指定介護予防認知症対応型通所介護の事業は、その認知症である利

用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができ

るよう、必要な日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者

の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上

を目指すものでなければならない。 

(介護予防認知症対応型通所介護の記録の整備) 

第6条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定

介護予防認知症対応型通所介護の提供に関する次の各号に掲げる記録を

整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。 

(1) 介護予防認知症対応型通所介護計画 

(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録 

(3) 市への通知に係る記録 

(4) 苦情の内容等の記録 

(5) 事故の状況及び事故に際して講じた処置についての記録 

(介護予防小規模多機能型居宅介護の基本方針) 

第7条 指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業は、その利用者が可能

な限りその居宅において、又はサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間

宿泊させ、当該拠点において、家庭的な環境と地域住民との交流の下で自

立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事等の介護そ

の他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機

能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すも

のでなければならない。 

(介護予防認知症対応型共同生活介護の基本方針） 

第8条 指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業は、その認知症であ

る利用者が可能な限り共同生活住居において、家庭的な環境と地域住民と

の交流の下で、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及

び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もっ

て利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。 

(準用) 
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第9条 第6条の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護及び指定介護

予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。  

(指定地域密着型介護予防サービスに関するその他の基準) 

第10条 第3条及び第5条から前条までに定めるもののほか、指定地域密着型

介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護

予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

は、予防基準省令の定めるところによる。 

 

   附 則 

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 

- 49 -



議案第 ２８ 号 

 

燕市デイサービスセンター条例の一部改正について 

 

 燕市デイサービスセンター条例（平成１８年燕市条例第１１８号）の一部

を次のように改正するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市デイサービスセンター条例の一部を改正する条例 

 

 燕市デイサービスセンター条例(平成18年燕市条例第118号)の一部を次の

ように改正する。 

 

 第 2 条の表つばめ第 2 デイサービスセンターの項及びつばめ第 3 デイサー

ビスセンターの項を削る。 

 

   附 則 

 この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 ２９ 号 

 

燕市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設 

の設置に関する基準を定める条例の制定について 

 

燕市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関

する基準を定める条例を次のように制定するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置 

   に関する基準を定める条例 

 

 (趣旨) 

第 1 条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律(平成 18 年法律第 91 号。以下「法」という。)第 13 条第 1 項の規定によ

り、市が管理する都市公園に係る移動等円滑化のために必要な特定公園施

設の設置に関する基準を定めるものとする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において使用する用語は、法において用いる用語の例によ

る。 

 (園路及び広場) 

第 3 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が

利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平

成 18 年政令第 379 号。以下「政令」という。)第 3 条第 1 号に規定する園

路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合す

るものでなければならない。 

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、120 センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90 センチメートル以上

とすることができる。 

イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、

90 センチメートル以上とすること。 

ウ 出入口からの水平距離が 150 センチメートル以上の水平面を確保す

ること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、この限りでない。 

エ オに掲げる場合を除き、車いすを使用している者(以下「車いす使用

者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。 

オ 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設ける場合は、
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傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 

(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、180 センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広

さを車いすの転回に支障のないものとし、かつ、50 メートル以内ごと

に車いすが転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を 120

センチメートル以上とすることができる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段

がないこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、

傾斜路を併設すること。 

エ 縦断勾配は、5 パーセント以下とすること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8 パーセント以下とす

ることができる。 

オ 横断勾配は、1 パーセント以下とすること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2 パーセント以下とす

ることができる。 

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するも

のであること。 

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字をはり付け

ること。 

ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由により

やむを得ない場合は、この限りでない。 

エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられてい

ない構造のものであること。 
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カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側

面が壁面である場合は、この限りでない。 

(4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地

形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場

合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、

障がい者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えること

ができる。 

(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わるもの又はこれに併設するものに限

る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、120 センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に

併設する場合は、90 センチメートル以上とすることができる。 

イ 縦断勾配は、8 パーセント以下とすること。 

ウ 横断勾配は、設けないこと。 

エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

オ 高さが 75 センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ 75 セン

チメートル以内ごとに踏幅 150 センチメートル以上の踊場が設けられ

ていること。 

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、

側面が壁面である場合は、この限りでない。 

(6) 高齢者、障がい者等が転落するおそれがある場所には、柵、政令第 11

条第 2 号に規定する点状ブロック等及び政令第 21 条第 2 項第 1 号に規定

する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視

覚障がい者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障がい者等の転

落を防止するための設備が設けられていること。 

(7) 次条から第 11 条までの規定により設けられた特定公園施設のうちそ

れぞれ一以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法

律施行規則(平成 18 年国土交通省令第 110 号)第 2 条第 2 項の主要な公園
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施設に接続していること。 

 (屋根付広場) 

第 4 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が

利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準

に適合するものでなければならない。 

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、120 センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80 センチメートル以上

とすることができる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段

がないこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、

傾斜路を併設すること。 

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 

 (休憩所及び管理事務所) 

第 5 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が

利用する休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適

合するものでなければならない。 

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、120 センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80 センチメートル以上

とすることができる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段

がないこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、

傾斜路を併設すること。 

エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであ

ること。 

(ア) 幅は、80 センチメートル以上とすること。 
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(イ) 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであ

ること。 

(2) カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車いす使用者の円滑

な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易

にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 

(3) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利

用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第 8 条第 2 項、第 9 条

及び第 10 条の基準に適合するものであること。 

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障が

い者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において、同項

中「休憩所を設ける場合は、そのうち一以上は」とあるのは、「管理事務所

は」と読み替えるものとする。 

(野外劇場及び野外音楽堂) 

第 6 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が

利用する野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

(1) 出入口は、第 4 条第 1 号の基準に適合するものであること。 

(2) 出入口と次号に規定する車いす使用者用観覧スペース及び第 4 号の便

所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであ

ること。 

ア 幅は、120 センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広

さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を 80 センチメート

ル以上とすることができる。 

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段

がないこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、

傾斜路を併設すること。 

エ 縦断勾配は、5 パーセント以下とすること。ただし、地形の状況そ
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の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8 パーセント以下とす

ることができる。 

オ 横断勾配は、1 パーセント以下とすること。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2 パーセント以下とす

ることができる。 

カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

キ 高齢者、障がい者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障

がい者誘導用ブロックその他の高齢者、障がい者等の転落を防止する

ための設備が設けられていること。 

(3) 当該野外劇場の収容定員が 200 以下の場合は当該収容定員に 50 分の 1

を乗じて得た数以上、200 を超える場合は当該収容定員に 100 の 1 を乗

じて得た数に 2 を加えた数以上の車いす使用者が円滑に利用することが

できる観覧スペース(以下「車いす使用者用観覧スペース」という。)を

設けること。 

(4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利

用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、第 8 条第 2 項、第 9 条

及び第 10 条の基準に適合するものであること。 

2 車いす使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなけれ

ばならない。 

(1) 幅は 90 センチメートル以上で、かつ、奥行きは 120 センチメートル以

上であること。 

(2) 車いす使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 

(3) 車いす使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車いす使

用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 

3 前 2 項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障

がい者等が利用する野外音楽堂について準用する。 

 (駐車場) 

第 7 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が

利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車
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台数が 200 以下の場合は当該駐車台数に 50 分の 1 を乗じて得た数以上、200

を超える場合は当該駐車台数に 100 分の 1 を乗じて得た数に 2 を加えた数

以上の車いす使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車いす

使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型

自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車

のための駐車場については、この限りでない。 

2 車いす使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。 

(1) 幅は、350 センチメートル以上とすること。 

(2) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設の

表示をすること。 

 (便所) 

第 8 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が

利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

(1) 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 

(2) 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器

(受け口の高さが 35 センチメートル以下のものに限る。)その他これらに

類する小便器が設けられていること。 

(3) 前号の規定により設けられる小便器には、手すりが設けられているこ

と。 

2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が利用す

る便所を設ける場合は、そのうち一以上は、前項に掲げる基準のほか、次

に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 

(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高

齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられて

いること。 

(2) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であるこ

と。 

第 9 条 前条第 2 項第 1 号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適
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合するものでなければならない。 

(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 

ア 幅は、80 センチメートル以上とすること。 

イ ウに掲げる場合を除き、車いす使用者が通過する際に支障となる段

がないこと。 

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、

傾斜路を併設すること。 

エ 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設け

られていることを表示する標識が設けられていること。 

オ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであ

ること。 

(ア) 幅は、80 センチメートル以上とすること。 

(イ) 高齢者、障がい者等が容易に開閉して通過できる構造のものであ

ること。 

(2) 車いす使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 

2 前条第 2 項第 1 号の便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければな

らない。 

(1) 出入口には、車いす使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 

(2) 出入口には、当該便房が高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構

造のものであることを表示する標識が設けられていること。 

(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 

(4) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設

けられていること。 

3 第 1 項第 1 号ア及びオ並びに第 2 号の規定は、前項の便房について準用す

る。 

第 10 条 前条第 1 項第 1 号アからウまで、オ及び第 2 号並びに第 2 項第 2

号から第 4 号までの規定は、第 8 条第 2 項第 2 号の便所について準用する。

この場合において、前条第 2 項第 2 号中「当該便房」とあるのは、「当該便

所」と読み替えるものとする。 
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 (水飲場及び手洗場) 

第 11 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が

利用する水飲場を設ける場合は、そのうち一以上は、高齢者、障がい者等

の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障が

い者等が利用する手洗場について準用する。 

 (掲示板及び標識) 

第 12 条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障がい者等が

利用する掲示板は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 

(1) 高齢者、障がい者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 

(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。 

2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障が

い者等が利用する標識について準用する。 

第 13条 第 3条から前条までの規定により設けられた特定公園施設の配置を

表示した標識を設ける場合は、そのうち一以上は、第 3 条の規定により設

けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 

 (一時使用目的の特定公園施設) 

第 14 条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条

例の規定によらないことができる。 

 

   附 則 

 この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 ３０ 号 

 

燕市都市公園条例の一部改正について 

 

 燕市都市公園条例（平成１８年燕市条例第１６６号）の一部を次のように

改正するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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燕市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

 燕市都市公園条例(平成18年燕市条例第166号)の一部を次のように改正す

る。 

 

 第 2 条の次に次の 3 条を加える。 

 (住民一人当たりの公園の敷地面積の標準) 

第 2 条の 2 区域内の公園の住民 1 人当たりの敷地面積の標準は、10 平方メ

ートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民 1 人当たりの敷地面積

の標準は、5 平方メートル以上とする。 

 (配置及び規模の基準) 

第 2 条の 3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質

に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資す

るよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定める

ものとする。 

 (1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、

街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その

敷地面積は、0.25 ヘクタールを標準として定めること。 

 (2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、

近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷

地面積は、2 ヘクタールを標準として定めること。 

 (3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公

園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配

置し、その敷地面積は、4 ヘクタールを標準として定めること。 

 (4) 主として区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合

的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供する

ことを目的とする公園は、これらの公園を利用する者が容易に利用する

ことができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園として

の機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。 
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2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公

園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動

植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主とし

て市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公

園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞ

れその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるよ

うに配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。 

 (公園施設の設置基準) 

第 2 条の 4 一の公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和

25 年法律第 201 号)第 2 条第 1 号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の

建築面積の総計の当該公園の敷地面積に対する割合は、100 分の 2 を超え

てはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物を設ける場

合においては、当該各号に定める当該公園の敷地面積に対する割合を限度

として、これを超えることができる。 

 (1) 都市公園法施行令(昭和 31 年政令第 290 号)第 5 条第 2 項に規定する休

養施設、同条第 4 項に規定する運動施設、同条第 5 項に規定する教養施

設、同条第 8 項に規定する備蓄倉庫その他同項の国土交通省令で定める

災害応急対策に必要な施設又は自然公園法(昭和 32年法律第 161号)に規

定する都道府県立自然公園の利用のための施設である建築物(次号に掲

げる建築物を除く。)を設ける場合は、当該公園の敷地面積の 100 分の

10 を限度として、同条本文の規定により認められる建築面積を超えるこ

とができることとする。 

 (2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のアからウまでの

いずれかに該当する建築物を設ける場合は、当該都市公園の敷地面積の

100 分の 20 を限度として同条本文の規定により認められる建築面積を超

えることができることとする。 

ア 文化財保護法(昭和 25 年法律第 214 号)の規定により国宝、重要文化

財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝

天然記念物として指定され、又は登録有形文化財、登録有形民俗文化
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財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて

歴史上又は学術上価値の高いものとして国土交通省令で定める建築物 

イ 景観法(平成 16年法律第 110号)の規定により景観重要建造物として

指定された建築物 

ウ 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成 20 年法

律第 40 号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築

物 

 (3) 屋根付広場、壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する

建築物として国土交通省令で定めるものを設ける場合は、当該都市公園

の敷地面積の 100 分の 10 を限度として同条本文又は前 2 号の規定により

認められる建築面積を超えることができることとする。 

 (4) 仮設公園施設(3 月を限度として公園施設として臨時に設けられる建

築物をいい、前 3 号に規定する建築物を除く。)を設ける場合は、当該公

園の敷地面積の 100 分の 2 を限度として同条本文又は前 3 号の規定によ

り認められる建築面積を超えることができることとする。 

 

   附 則 

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 

 

 

- 65 -



議案第 ３１ 号 

 

燕市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例の制定 

について 

 

 燕市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例を次のように制定す

るものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力      

 

 

 

 

記 
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燕市が管理する市道の構造の技術的基準を定める条例 

 

(趣旨) 

第 1 条 この条例は、道路法(昭和 27 年法律第 180 号。以下｢法｣という。)

第 30 条第 3 項及び第 45 条第 3 項並びに高齢者、障害者等の移動等の円滑

化の促進に関する法律(平成 18 年法律第 91 号。以下｢高齢者移動等円滑化

法｣という。)第 10 条第 1 項の規定に基づき、市が管理する市道(以下｢道

路｣という。)の構造の技術的基準等を定めるものとする。 

(定義) 

第 2 条 この条例で使用する用語は、道路構造令(昭和 45 年政令第 320 号。

以下｢政令｣という。)で使用する用語の例による。 

(道路の区分) 

第 3 条 この条例における道路の区分は、政令第 3 条の定めるところによる。 

(車線等) 

第 4 条 車道(次に掲げる部分を除く。)は、車線により構成されるものとす

る。ただし、第 3 種第 5 級又は第 4 種第 4 級の道路にあっては、この限り

でない。 

(1) 副道 

(2) 停車帯 

(3) 交差点 

(4) 車両の通行の用に供するため分離帯が切断された車道の部分 

(5) 乗合自動車停車所及び非常駐車帯 

(6) 付加追越車線、屈折車線、変速車線及び登坂車線のすりつけ区間 

(7) 車線の数が増加し、若しくは減少する場合又は道路が接続する場合に

おけるすりつけ区間 

2 道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の状況に応じ、計画

交通量が次の表の設計基準交通量の欄に掲げる値以下である道路の車線

(付加追越車線、登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。次項において

同じ。)の数は、2 とする。 
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区  分 地  形 
設計基準交通量 

（単位 1 日につき台） 

第 3 種 

第 2 級 平地部 9,000 

第 3 級 
平地部 8,000 

山地部 6,000 

第 4 級 
平地部 8,000 

山地部 6,000 

第 4 種 

第 1 級  12,000 

第 2 級  10,000 

第 3 級  9,000 

 交差点の多い第 4 種の道路については、この表の設計基準交通量

に 0.8 を乗じた値を設計基準交通量とする。 

3 前項に規定する道路以外の道路(第 3 種第 5 級及び第 4 種第 4 級の道路を

除く。)の車線の数は 4 以上(交通の状況により必要がある場合を除き、2

の倍数)とし、当該道路の区分及び地方部に存する道路にあっては地形の

状況に応じ、次の表に掲げる 1 車線当たりの設計基準交通量に対する当

該道路の計画交通量の割合によって定めるものとする。 

区  分 地  形 
1 車線当たりの設計基準交通量

(単位 1 日につき台) 

第 3 種 

第 2 級 
平地部 9,000 

山地部 7,000 

第 3 級 
平地部 8,000 

山地部 6,000 

第 4 級 山地部 5,000 

第 4 種 

第 1 級  12,000 

第 2 級  10,000 

第 3 級  10,000 

 交差点の多い第 4 種の道路については、この表の 1 車線当たりの
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設計基準交通量に 0.6 を乗じた値を１車線当たりの設計基準交通量

とする。 

4 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。以下この項において同

じ。)の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車線の幅員の欄に掲げる値

とするものとする。ただし、第 3 種第 2 級又は第 4 種第 1 級の普通道路

にあっては、交通の状況により必要がある場合においては、同欄に掲げ

る値に 0.25 メートルを加えた値とすることができる。 

区  分 
車線の幅員 

(単位 メートル) 

第 3 種 

第 2 級 
普通道路 3.25 

小型道路 2.75 

第 3 級 
普通道路 3 

小型道路 2.75 

第 4 級 2.75 

第 4 種 

第 1 級 
普通道路 3.25 

小型道路 2.75 

第 2 級及び 

第 3 級 

普通道路 3 

小型道路 2.75 

 

5 第 3 種第 5 級又は第 4 種第 4 級の普通道路の車道の幅員は、4 メートル

とするものとする。ただし、当該普通道路の計画交通量が極めて少なく、

かつ、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合又は第 35

条の規定により車道に狭さく部を設ける場合においては、3 メートルと

することができる。 

(車線の分離等) 

第 5 条 車線の数が 4 以上である道路(対向車線を設けない道路を除く。以

下この条において同じ。)の車線は、安全かつ円滑な交通を確保するため

必要がある場合は、往復の方向別に分離するものとする。 

2 車線を往復の方向に分離するため必要があるときは、中央帯を設けるも
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のとする。 

3 中央帯の幅員は、当該道路の区分に応じ、次の表の中央帯の幅員の欄の

左欄に掲げる値以上とするものとする。ただし、長さ 100 メートル以上

のトンネル、長さ 50 メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状

況その他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、同表の中央

帯の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

区  分 中央帯の幅員(単位 メートル) 

第 3 種 

第 2 級 

1.75 1 第 3 級 

第 4 級 

第 4 種 

第 1 級 

1 ― 第 2 級 

第 3 級 

4 中央帯には、側帯を設けるものとする。 

5 前項の側帯の幅員は、0.25 メートルとする。 

6 中央帯のうち側帯以外の部分(以下「分離帯」という。)には、柵その他

これに類する工作物を設け、又は側帯に接続して縁石線を設けるものと

する。 

7 分離帯に路上施設を設ける場合においては、当該中央帯の幅員は、政令

第 12 条に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。 

(副道) 

第 6 条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が 4 以上であ

る第 3 種又は第 4 種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。 

2 副道の幅員は、4 メートルを標準とするものとする。 

(路肩) 

第 7 条 道路には、車道に接して、路肩を設けるものとする。ただし、中央

帯又は停車帯を設ける場合においては、この限りでない。 

2 車道の左側に設ける路肩の幅員は、道路の区分に応じ、次の表の車道の

左側に設ける路肩の幅員の欄の左欄に掲げる値以上とするものとする。
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ただし、付加追越車線、登坂車線若しくは変速車線を設ける箇所、長さ

50 メートル以上の橋若しくは高架の道路又は地形の状況その他の特別の

理由によりやむを得ない箇所については、同表の車道の左側に設ける路

肩の幅員の欄の右欄に掲げる値まで縮小することができる。 

区  分 
車道の左側に設ける路肩の幅員

(単位 メートル) 

第 3 種 

第 2 級から 

第 4 級まで 

普通道路 0.75 0.5 

小型道路 0.5 ― 

第 5 級 0.5 ― 

第 4 種 0.5 ― 

3 車道の右側に設ける路肩の幅員は、0.5 メートル以上とするものとする。 

4 普通道路のトンネルの車道に接続する路肩、又は小型道路のトンネルの

車道の左側に設ける路肩の幅員は、第 3 種(第 5 級を除く。)の普通道路

にあっては 0.5 メートルまで縮小することができる。 

5 副道に接続する路肩については、第 2 項の表第 3 種の項車道の左側に設

ける路肩の幅員の欄の左欄中「0.75」とあるのは、「0.5」とし、第 2 項

ただし書の規定は適用しない。 

6 歩道、自転車道又は自転車歩行者道を設ける道路にあっては、道路の主

要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために支障がない場合におい

ては、車道に接続する路肩を設けず、又はその幅員を縮小することがで

きる。 

7 道路の主要構造部を保護するため必要がある場合においては、歩道、自

転車道又は自転車歩行者道に接続して、道端寄りに路肩を設けるものと

する。 

8 車道に接続する路肩に路上施設を設ける場合においては、当該路肩の幅

員については、第 2 項の表の車道の左側に設ける路肩の幅員の欄又は第

3 項に規定する値に当該路上施設を設けるのに必要な値を加えてこれら

の規定を適用するものとする。 

(停車帯) 
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第 8 条 第 4 種(第 4 級を除く。)の道路には、自動車の停車により車両の安

全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要がある場合におい

ては、車道の左端寄りに停車帯を設けるものとする。 

2 停車帯の幅員は、2.5 メートルとするものとする。ただし、自動車の交

通量のうち大型の自動車の交通量の占める割合が低いと認められる場合

においては、1.5 メートルまで縮小することができる。 

(軌道敷) 

第 9 条 軌道敷の幅員は、軌道の単線又は複線の別に応じ、次の表の右欄に

掲げる値以上とするものとする。 

単線又は複線の別 軌道敷の幅員(単位 メートル) 

単線 3 

複線 6 

(自転車道) 

第 10 条 自動車及び自転車の交通量が多い第 3 種又は第 4 種の道路には、

自転車道を道路の各側に設けるものとする。ただし、地形の形状その他

の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

2 自転車の交通量が多い第 3 種若しくは第 4 種の道路又は自動車及び歩行

者の交通量が多い第 3 種若しくは第 4 種の道路(前項に規定する道路を除

く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため自転車の通行を分離する

必要がある場合においては、自転車道を道路の各側に設けるものとする。

ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。 

3 自転車道の幅員は、2 メートル以上とするものとする。ただし、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、1.5 メー

トルまで縮小することができる。 

4 自転車道に路上施設を設ける場合においては、当該自転車道の幅員は、

政令第 12 条に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。 

5 自転車道の幅員は、当該道路の自転車の交通の状況を考慮して定めるも

のとする。 
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(自転車歩行者道) 

第 11 条 自動車の交通量が多い第 3 種又は第 4 種の道路(自転車道を設ける

道路を除く。)には、自転車歩行者道を道路の各側に設けるものとする。

ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合におい

ては、この限りでない。 

2 自転車歩行者道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては 4 メー

トル以上、その他の道路にあっては 3 メートル以上とするものとする。 

3 横断歩道橋若しくは地下横断歩道(以下｢横断歩道橋等｣という。)又は路

上施設を設ける自転車歩行者道の幅員については、前項に規定する幅員

の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては 3 メートル、ベンチの上屋

を設ける場合にあっては 2 メートル、並木を設ける場合にあっては 1.5

メートル、ベンチを設ける場合にあっては 1 メートル、その他の場合に

あっては 0.5 メートルを加えて同項の規定を適用するものとする。ただ

し、第 3 種第 5 級又は第 4 種第 4 級の道路にあっては、地形の状況その

他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

4 自転車歩行者道の幅員は、当該道路の自転車及び歩行者の交通の状況を

考慮して定めるものとする。 

(歩道) 

第 12 条 第 4 種(第 4 級を除く。）の道路(自転車歩行者道を設ける道路を除

く。）、歩行者の交通量が多い第 3 種(第 5 級を除く。)の道路(自転車歩行

者道を設ける道路を除く。)又は自転車道を設ける第 3 種若しくは第 4 種

第 4 級の道路には、その各側に歩道を設けるものとする。ただし、地形

の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限

りでない。 

2 第 3 種又は第 4 種第 4 級の道路(自転車歩行者道を設ける道路及び前項に

規定する道路を除く。)には、安全かつ円滑な交通を確保するため必要が

ある場合においては、歩道を設けるものとする。ただし、地形の状況そ

の他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

3 歩道の幅員は、歩行者の交通量が多い道路にあっては 3.5 メートル以上、
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その他の道路にあっては 2 メートル以上とするものとする。ただし、地

形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この

限りでない。 

4 横断歩道橋等又は路上施設を設ける歩道の幅員については、前項に規定

する幅員の値に横断歩道橋等を設ける場合にあっては 3 メートル、ベン

チの上屋を設ける場合にあっては 2 メートル、並木を設ける場合にあっ

ては 1.5 メートル、ベンチを設ける場合にあっては 1 メートル、その他

の場合にあっては 0.5 メートルを加えて同項の規定を適用するものとす

る。ただし、第 3 種第 5 級又は第 4 種第 4 級の道路にあっては、地形の

状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限り

でない。 

5 歩道の幅員は、当該道路の歩行者の交通の状況を考慮して定めるものと

する。 

(歩行者の滞留の用に供する部分) 

第 13 条 歩道、自転車歩行者道、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道

路には、横断歩道、乗合自動車停車所等に係る歩行者の滞留により歩行

者又は自転車の安全かつ円滑な通行が妨げられないようにするため必要

がある場合においては、主として歩行者の滞留の用に供する部分を設け

るものとする。 

(積雪地域に存する道路の中央帯等の幅員) 

第 14 条 積雪地域に存する道路の中央帯、路肩、自転車歩行者道及び歩道

の幅員は、除雪を勘案して定めるものとする。 

(植樹帯) 

第 15 条 第 4 種第 1 級及び第 2 級の道路には、植樹帯を設けるものとし、

その他の道路には、必要に応じ、植樹帯を設けるものとする。ただし、

地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、こ

の限りでない。 

2 植樹帯の幅員は、1.5 メートルを標準とするものとする。 

3 次に掲げる道路の区間に設ける植樹帯の幅員は、当該道路の構造及び交
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通の状況、沿道の土地利用の状況並びに良好な道路交通環境の整備又は

沿道における良好な生活環境の確保のため講じられる他の措置を総合的

に勘案して特に必要があると認められる場合には、前項の規定にかかわ

らず、その事情に応じ、同項の規定により定められるべき値を超える適

切な値とするものとする。 

(1) 都心部又は景勝地を通過する幹線道路の区間 

(2) 相当数の住居が集合し、又は集合することが確実と見込まれる地域

を通過する幹線道路の区間 

4 植樹帯の植栽に当たっては、地域の特性等を考慮して、樹種の選定、樹

木の配置等を適切に行うものとする。 

(設計速度) 

第 16 条 道路(副道を除く。)の設計速度は、道路の区分に応じ、次の表の

設計速度の欄の左欄に掲げる値とする。ただし、地形の状況その他の特

別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の設計速度の欄の右

欄に掲げる値とすることができる。 

区   分 
設計速度 

(単位 1 時間につきキロメートル) 

第 3 種 

第 2 級 60 50 又は 40 

第 3 級 60、50 又は 40 30 

第 4 級 50、40 又は 30 20 

第 5 級 40、30 又は 20 ― 

第 4 種 

第 1 級 60 50 又は 40 

第 2 級 60、50 又は 40 30 

第 3 級 50、40 又は 30 20 

第 4 級 40、30 又は 20 ― 

2 副道の設計速度は、1 時間につき、40 キロメートル、30 キロメートル又

は 20 キロメートルとする。 

(車線の屈曲部) 

第 17 条 車道の屈曲部は、曲線形とするものとする。ただし、緩和区間又
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は第 35 条の規定により設けられる屈曲部については、この限りでない。 

(曲線半径) 

第 18 条 車道の屈曲部のうち緩和区間を除いた部分(以下｢車道の曲線部｣と

いう。)の中心線の曲線半径(以下｢曲線半径｣という。)は、当該道路の設

計速度に応じ、次の表の曲線半径の欄の左欄に掲げる値以上とするもの

とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない箇

所については、同表の曲線半径の欄の右欄に掲げる値まで縮小すること

ができる。 

設計速度 

（単位 1 時間につきキロメートル） 

曲線半径 

（単位 メートル） 

60 150 120 

50 100 80 

40 60 50 

30 30 ― 

20 15 ― 

(曲線部の片勾配) 

第 19 条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩の曲線部

には、曲線半径が極めて大きい場合を除き、当該道路の区分及び当該道

路の存する地域の積雪寒冷の度に応じ、かつ、当該道路の設計速度、曲

線半径、地形の状況等を勘案し、次の表の 大片勾配の欄に掲げる値(第

3 種の道路で自転車道又は自転車歩行者道を設けないものにあっては、6

パーセント)以下で適切な値の片勾配を付するものとする。ただし、第 4

種の道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合においては、片勾配を付さないことができる。 

区  分 道路の存する地域 
大片勾配 

(単位 パーセント)

第 3 種 積雪寒冷地域 積雪寒冷の度が

はなはだしい地

6 
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域 

その他の地域 8 

その他の地域 10 

第 4 種  6 

(曲線部の車線等の拡幅) 

第 20 条 車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に

応じ、車線(車線を有しない道路にあっては、車道)を適切に拡幅するも

のとする。ただし、第 4 種の道路にあっては、地形の状況その他の特別

の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

(緩和区間) 

第 21 条 車道の屈曲部には、緩和区間を設けるものとする。ただし、第 4

種の道路の車道の屈曲部にあっては、地形の状況その他の特別の理由に

よりやむを得ない場合においては、この限りでない。 

2 車道の屈曲部において片勾配を付し、又は拡幅をする場合においては、

緩和区間においてすりつけをするものとする。 

3 緩和区間の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる

値(前項の規定によるすりつけに必要な長さが同欄に掲げる値を超える場

合においては、当該すりつけに必要な長さ)以上とするものとする。 

設計速度 

(単位 1 時間につきキロメートル) 

緩和区間の長さ 

(単位 メートル) 

60 50 

50 40 

40 35 

30 25 

20 20 

(視距等) 

第 22 条 視距は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以

上とするものとする。 
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設計速度 

（単位 1 時間につきキロメートル） 

視距 

(単位 メートル) 

60 75 

50 55 

40 40 

30 30 

20 20 

2 車線の数が 2 である道路(対向車線を設けない道路を除く。)においては、

必要に応じ、自動車が追越しを行うのに十分な見通しの確保された区間

を設けるものとする。 

(縦断勾配) 

第 23 条 車道の縦断勾配は、道路の区分及び設計速度に応じ、次の表の縦

断勾配の欄の左欄に掲げる値以下とするものとする。ただし、地形の状

況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、同表の縦断

勾配の欄の右欄に掲げる値以下とすることができる。 

区  分 

設計速度 

(単位 1 時間につき

キロメートル) 

縦断勾配 

(単位 パーセント)

 

第 3 種 

普通道路 

60 5 8 

50 6 9 

40 7 10 

30 8 11 

20 9 12 

小型道路 

60 8 ― 

50 9 ― 

40 10 ― 

30 11 ― 

20 12 ― 
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第 4 種 

普通道路 

60 5 7 

50 6 8 

40 7 9 

30 8 10 

20 9 11 

小型道路 

60 8 ― 

50 9 ― 

40 10 ― 

30 11 ― 

20 12 ― 

(登坂車線) 

第 24 条 普通道路の縦断勾配が 5 パーセントを超える車道には、必要に応

じ、登坂車線を設けるものとする。 

2 登坂車線の幅員は、3 メートルとするものとする。 

(縦断曲線) 

第 25 条 車道の縦断勾配が変移する箇所には、縦断曲線を設けるものとす

る。 

2 縦断曲線の半径は、当該道路の設計速度及び当該縦断曲線の曲線形に応

じ、次の表の縦断曲線の半径の欄に掲げる値以上とするものとする。た

だし、設計速度が 1 時間につき 60 キロメートルである第 4 種第 1 級の道

路であって、かつ、地形の形状その他の特別の理由によりやむを得ない

場合においては、凸型縦断曲線の半径を、1,000 メートルまで縮小する

ことができる。 

設計速度 

(単位 1 時間につきキロメート

ル) 

縦断曲線の曲線形

 

 

縦断曲線の半径 

(単位 メートル)

 

60 
凸形曲線 1,400 

凹形曲線 1,000 
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50 
凸形曲線 800 

凹形曲線 700 

40 
凸形曲線 450 

凹形曲線 450 

30 
凸形曲線 250 

凹形曲線 250 

20 
凸形曲線 100 

凹形曲線 100 

3 縦断曲線の長さは、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる

値以上とするものとする。 

設計速度 

(単位 1 時間につきキロメートル) 

縦断曲線の長さ 

(単位 メートル) 

60 50 

50 40 

40 35 

30 25 

20 20 

(舗装) 

第 26 条 車道、中央帯(分離帯を除く。)、車道に接続する路肩、自転車道、

自転車歩行者道及び歩道は、舗装するものとする。ただし、交通量が極

めて少ない等特別の理由がある場合においては、この限りでない。 

2 車道及び側帯の舗装は、その設計に用いる自動車の輪荷重の基準を 49 キ

ロニュートンとし、計画交通量、自動車の重量、路床の状態、気象状況

等を勘案して、自動車の安全かつ円滑な交通を確保することができるも

のとして政令第 23 条第 2 項に規定する国土交通省令で定める基準に適合

する構造とするものとする。ただし、自動車の交通量が少ない場合その

他の特別の理由がある場合においては、この限りでない。 

3 第 4 種の道路(トンネルを除く。)の舗装は、当該道路の存する地域、沿

- 80 -



道の土地利用及び自動車の交通の状況を勘案して必要がある場合におい

ては、雨水を道路の路面下に円滑に浸透させ、かつ、道路交通騒音の発

生を減少させることができる構造とするものとする。ただし、道路の構

造、気象状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、

この限りでない。 

(横断勾配) 

第 27 条 車道、中央帯(分離帯を除く。)及び車道に接続する路肩には、片

勾配を付する場合を除き、路面の種類に応じ、次の表の右欄に掲げる値

を標準として横断勾配を付するものとする。 

路面の種類 横断勾配(単位 パーセント) 

前条第 2 項に規定する 

基準に適合する舗装道 

1.5 以上 

2 以下 

その他 
3 以上 

5 以下 

2 歩道、自転車道又は自転車歩行者道には、2 パーセントを標準として横

断勾配を付するものとする。 

3 前条第 3 項本文に規定する構造の舗装道にあっては、気象状況等を勘案

して路面の排水に支障がない場合においては、横断勾配を付さず、又は

縮小することができる。 

(合成勾配) 

第 28 条 合成勾配(縦断勾配と片勾配又は横断勾配とを合成した勾配をいう。

以下同じ。)は、当該道路の設計速度に応じ、次の表の右欄に掲げる値以

下とするものとする。ただし、設計速度が 1 時間につき 30 キロメートル

又は 20 キロメートルの道路にあっては、地形の状況その他の特別の理由

によりやむを得ない場合においては、12.5 パーセント以下とすることが

できる。 

設計速度 

(単位 1 時間につきキロメートル) 

合成勾配 

(単位 パーセント) 
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60 10.5 

50 

11.5 
40 

30 

20 

2 積雪寒冷の度がはなはだしい地区に存する道路にあっては、合成勾配は、

8 パーセント以下とするものとする。 

(排水施設) 

第 29 条 道路には、排水のため必要がある場合においては、側溝、街渠、

集水ますその他の適当な排水施設を設けるものとする。 

(平面交差又は接続) 

第 30 条 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平

面で 5 以上交会させてはならない。 

2 道路が同一平面で交差し、又は接続する場合においては、必要に応じ、

屈折車線、変速車線若しくは交通島を設け、又は隅角部を切り取り、か

つ、適当な見通しができる構造とするものとする。 

3 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車

線及び変速車線を除く。)の幅員は、第 4 種第 1 級の普通道路にあっては

3 メートルまで、第 4 種第 2 級又は第 3 級の普通道路にあっては 2.75 メ

ートルまで、第 4 種の小型道路にあっては 2.5 メートルまで縮小するこ

とができる。 

4 屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあっては 3 メートル、小型

道路にあっては 2.5 メートルを標準とするものとする。 

5 屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に

応じ、適切にすりつけをするものとする。 

(立体交差) 

第 31 条 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が 4 以上で

ある普通道路が相互に交差する場合においては、当該交差の方法は、立

体交差とするものとする。ただし、交通の状況により不適当なとき又は
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地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ないときは、この限りで

ない。 

2 車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の数が 4 以上である小型道路が相

互に交差する場合及び普通道路と小型道路が交差する場合においては、

当該交差の方式は、立体交差とするものとする。 

3 道路を立体交差とする場合においては、必要に応じ、交差する道路を相

互に連結する道路(以下｢連結路｣という。)を設けるものとする。 

4 連結路については、政令第 12 条の規定並びに第 4 条から第 7 条まで、第

16 条、第 18 条、第 19 条、第 21 条から第 23 条まで、第 25 条及び第 28

条の規定は、適用しない。 

(鉄道等との平面交差) 

第 32 条 道路が鉄道又は軌道法(大正 10 年法律第 76 号)による新設軌道(以

下｢鉄道等｣という。)と同一平面で交差する場合においては、その交差す

る道路は次に定める構造とするものとする。 

(1) 交差角は、45 度以上とすること。 

(2) 踏切道の両側からそれぞれ 30 メートルまでの区間は、踏切道を含め

て直線とし、その区間の車道の縦断勾配は、2.5 パーセント以下とする

こと。ただし、自動車の交通量が極めて少ない箇所又は地形の形状その

他の特別の理由によりやむを得ない箇所については、この限りでない。 

(3) 見通し区間の長さ(線路の 縁端軌道の中心線と車道の中心線との交

点から、軌道の外方車道の中心線上 5 メートルの地点における 1.2 メー

トルの高さにおいて見通すことができる軌道の中心線上当該交点からの

長さをいう。)は、踏切道における鉄道等の車両の 高速度に応じ、次

の表の右欄に掲げる値以上とすること。ただし、踏切遮断機その他の保

安設備が設置される箇所又は自動車の交通量及び鉄道等の運転回数が極

めて少ない箇所については、この限りでない。 

踏切道における鉄道等の車両の 高速度 

(単位 1 時間につきキロメートル) 

見通し区間の長さ 

(単位 メートル) 

50 未満 110 
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50 以上 70 未満 160 

70 以上 80 未満 200 

80 以上 90 未満 230 

90 以上 100 未満 260 

100 以上 110 未満 300 

110 以上 350 

(待避所) 

第 33 条 第 3 種第 5 級の道路には、次に定めるところにより、待避所を設

けるものとする。ただし、交通に及ぼす支障が少ない道路については、

この限りでない。 

(1) 待避所相互間の距離は、300 メートル以内とすること。 

(2) 待避所相互間の道路の大部分が待避所から見通すことができること。 

(3) 待避所の長さは、20 メートル以上とし、その区間の車道の幅員は、5

メートル以上とすること。 

(交通安全施設) 

第 34 条 交通事故の防止を図るため必要がある場合においては、横断歩道

橋等、柵、照明施設、視線誘導標、緊急連絡施設、駒止、道路標識、道

路情報管理施設(緊急連絡施設を除く。)及び他の車両又は歩行者を確認

するための鏡を設けるものとする。 

(凸部、狭さく部等) 

第 35 条 第 4 種第 4 級の道路又は主として近隣に居住する者の利用に供す

る第 3 種第 5 級の道路には、自動車を減速させて歩行者又は自転車の安

全な通行を確保する必要がある場合においては、車道及びこれに接続す

る路肩の路面に凸部を設置し、又は車道に狭さく部若しくは屈曲部を設

けるものとする。 

(乗合自動車の停留所等に設ける交通島) 

第 36 条 自転車道、自転車歩行者道又は歩道に接続しない乗合自動車の停

留所には、必要に応じ、道路に交通島を設けるものとする。 

(自動車駐車場等) 
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第 37 条 安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要

がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車

所、非常駐車帯その他これらに類する施設を設けるものとする。 

(防雪施設その他の防護施設) 

第 38 条 なだれ、飛雪又は積雪により交通に支障を及ぼすおそれがある箇

所には、雪覆工、流雪溝、融雪施設、吹きだまり防止施設、なだれ防止

施設その他これらに類する施設を設けるものとする。 

2 前項に規定する場合を除くほか、落石、崩壊等により交通に支障を及ぼ

し、又は道路の構造に損傷を与えるおそれがある箇所には、柵、擁壁そ

の他の適当な防護施設を設けるものとする。 

(トンネル) 

第 39 条 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場

合においては、当該道路の計画交通量及びトンネルの長さに応じ、適当

な換気施設を設けるものとする。 

2 トンネルには、安全かつ円滑な交通を確保するため必要がある場合にお

いては、当該道路の設計速度を勘案して、適当な照明施設を設けるもの

とする。 

3 トンネルにおける車両の火災その他の事故により交通に危険を及ぼすお

それがある場合においては、必要に応じ、通報施設、警報施設、消火施

設その他の非常用施設を設けるものとする。 

(橋、高架の道路等) 

第 40 条 橋、高架の道路その他これらに類する構造の道路(以下｢橋等｣とい

う。)は、鋼構造、コンクリート構造又はこれらに準ずる構造とするもの

とする。 

2 前項に規定するもののほか、橋等の構造は、当該橋等の構造形式及び交

通の状況並びに当該橋等の存する地域の地形、地質、気象その他の状況

を勘案し、死荷重、活荷重、風荷重、地震荷重その他の当該橋等に作用

する荷重及びこれらの荷重の組合せに対して十分安全なものでなければ

ならない。 
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(附帯工事等の特例) 

第 41 条 道路に関する工事により必要を生じた他の道路に関する工事を施

行し、又は道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関す

る工事を施行する場合において、政令第 4 条、第 12 条並びに第 35 条第

2 項及び第 3 項の規定並びに第 4 条から前条までの規定(第 7 条、第 16

条、第 17 条、第 27 条、第 29 条、第 34 条及び第 38 条を除く。)による

基準をそのまま適用することが適当でないと認められるときは、これら

の規定による基準によらないことができる。 

(区分が変更される道路の特例) 

第 42 条 道路の区域を変更し、当該変更に係る部分の道路の種類を変更す

る計画がある場合においては、当該変更に係る部分を道路の種類に応じ、

当該道路を管理することとなる公共団体が定める道路の構造の技術的基

準を適用する。 

(小区間改築の場合の特例) 

第 43 条 道路の交通に著しい支障がある小区間について応急措置として改

築を行う場合(次項に規定する改築を行う場合を除く。)において、これ

に隣接する他の区間の道路の構造が、第 4 条、第 5 条第 3 項から第 5 項

まで、第 6 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条第 3 項、第 11 条第 2 項及び第

3 項、第 12 条第 3 項及び第 4 項、第 15 条第 2 項及び第 3 項、第 18 条か

ら第 25 条まで、第 26 条第 3 項並びに第 28 条の規定による基準に適合し

ていないためこれらの規定による基準をそのまま適用することが適当で

ないと認められるときは、これらの規定による基準によらないことがで

きる。 

2 道路の交通の安全の保持に著しい支障がある小区間について応急措置と

して改築を行う場合において、当該道路の状況等からみて第 4 条、第 5

条第 3 項から第 5 項まで、第 6 条、第 7 条第 2 項、第 8 条、第 9 条、第

10 条第 3 項、第 11 条第 2 項及び第 3 項、第 12 条第 3 項及び第 4 項、第

15 条第 2 項及び第 3 項、第 22 条第 1 項、第 24 条第 2 項、第 26 条第 3

項、次条第 1 項及び第 2 項並びに第 45 条第 1 項の規定による基準をその
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まま適用することが適当でないと認められるときは、これらの規定によ

る基準によらないことができる。 

(自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路) 

第 44 条 自転車専用道路の幅員は 3 メートル以上とし、自転車歩行者専用

道路の幅員は 4 メートル以上とするものとする。ただし、自転車専用道

路にあっては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

においては、2.5 メートルまで縮小することができる。 

2 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路には、その各側に、当該道路

の部分として、幅員 0.5 メートル以上の側方余裕を確保するための部分

を設けるものとする。 

3 自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路に路上施設を設ける場合にお

いては、当該自転車専用道路又は自転車歩行者専用道路の幅員は、政令

第 39 条第 4 項に規定する建築限界を勘案して定めるものとする。 

4 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、

自転車及び歩行者が安全かつ円滑に通行することができるものでなけれ

ばならない。 

5 自転車専用道路及び自転車歩行者専用道路については、政令第 3 条、第

4 条、第 12 条並びに第 35 条第 2 項及び第 3 項の規定並びに第 3 条から

第 42 条まで及び前条第 1 項の規定(自転車歩行者専用道路にあっては、

第 13 条を除く。)は、適用しない。 

(歩行者専用道路) 

第 45 条 歩行者専用道路の幅員は、当該道路の存する地域及び歩行者の交

通の状況を勘案して、2 メートル以上とするものとする。 

2 歩行者専用道路に路上施設を設ける場合においては、当該歩行者専用道

路の幅員は、政令第 40 条第 3 項に規定する建築限界を勘案して定めるも

のとする。 

3 歩行者専用道路の線形、勾配その他の構造は、歩行者が安全かつ円滑に

通行することができるものでなければならない。 

4 歩行者専用道路については、政令第 3 条、第 4 条、第 12 条並びに第 35
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条第 2 項及び第 3 項の規定並びに第 3 条から第 12 条まで、第 15 条から

第 42 条までの規定及び第 43 条第 1 項の規定は、適用しない。 

(道路標識の寸法) 

第 46 条 法第 45 条第 3 項の条例で定める道路に設ける道路標識の寸法は、

道路の構造を保全し、又は交通の安全と円滑を図ることを考慮して規則

で定める寸法とする。 

(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準) 

第 47 条 高齢者移動等円滑化法第 10 条第 1 項に規定する移動等円滑化のた

めに必要な道路の構造に関する基準は、規則で定める。この場合におい

て、当該基準は、高齢者、障がい者等の道路の移動上及び利用上の利便

性並びに安全性の向上を図るものとしなければならない。 

 

   附 則 

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 
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議案第 ３２ 号 

 

燕市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例の 

制定について 

 

 燕市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例を次のように制

定するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力   

 

 

 

 

記 
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燕市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例  

 

目次 

第1章 総則(第1条・第2条) 

第2章 堤防(第3条―第15条)  

第3章 床止め(第16条―第19条)  

第4章 堰(第20条―第27条) 

第5章 水門及び樋門(第28条―第35条)  

第6章 橋(第36条―第41条)  

第7章 伏せ越し(第42条―第46条)  

第8章 雑則(第47条―第49条)  

附則 

 

第1章 総則  

(趣旨) 

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下｢法｣という。)第

100条第1項において準用する法第13条第2項の規定に基づき、河川管理施

設又は法第26条第1項の許可を受けて設置される工作物(以下｢許可工作物｣

という。)のうち、堤防その他の主要なものの構造について河川管理上必

要とされる技術的基準について必要な事項を定める。 

(定義)  

第2条 この条例における用語の意義は、法及び河川管理施設等構造令(昭和

51年政令第199号)において使用する用語の例による。  

第2章 堤防  

(適用の範囲)  

第3条 この章の規定は、流水が河川外に流出することを防止するために設

ける堤防について適用する。  

(構造の原則)  

第4条 堤防は、護岸、水制その他これらに類する施設と一体として、計画
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高水位以下の水位の流水の通常の作用に対して安全な構造とするものとす

る。  

(材質及び構造)  

第5条 堤防は、盛土により築造するものとする。ただし、土地利用の状況

その他の特別の事情によりやむを得ないと認められる場合においては、そ

の全部若しくは主要な部分がコンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ず

るものによる構造のものとし、又はコンクリート構造若しくはこれに準ず

る構造の胸壁を有するものとすることができる。  

(高さ) 

第 6 条 堤防の高さは、計画高水位に 0.6 メートルを加えた値以上とするも

のとする。ただし、堤防に隣接する堤内の土地の地盤高(以下｢堤内地盤

高｣という。)が計画高水位より高く、かつ、地形の状況等により治水上の

支障がないと認められる区間にあっては、この限りでない。   

2 胸壁を有する堤防の胸壁を除いた部分の高さは、計画高水位以上とする

ものとする。  

(天端幅) 

第7条 堤防の天端幅は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満

である区間を除き、3メートル以上とするものとする。  

(盛土による堤防の法勾配等) 

第8条 盛土による堤防(胸壁の部分及び護岸で保護される部分を除く。次項

において同じ。)の法勾配は、堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メート

ル未満である区間を除き、50パーセント以下とするものとする。  

2 盛土による堤防の法面は、芝等によって覆うものとする。  

(護岸) 

第9条 流水の作用から堤防を保護するため必要がある場合においては、堤

防の表法面に護岸を設けるものとする。  

(水制)  

第10条 流水の作用から堤防を保護するため、流水の方向を規制し、又は水

勢を緩和する必要がある場合においては、適当な箇所に水制を設けるもの
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とする。  

(管理用通路)  

第11条 堤防には、次の各号に定めるところにより、河川の管理のための通

路(以下｢管理用通路｣という。)を設けるものとする。ただし、管理用通路

に代わるべき適当な通路がある場合、堤防の全部若しくは主要な部分がコ

ンクリート、鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである

場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である

場合においては、この限りでない。  

(1) 幅員は、3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。  

(2) 建築限界は、次の図に示すところによること。  

 

(波浪の影響を著しく受ける堤防に講ずべき措置)  

第12条 2以上の河川の合流する箇所の堤防その他の堤防で波浪の影響を著

しく受けるものには、必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。 

(1) 表法面に護岸又は護岸及び波返工を設けること。  

(2) 前面に消波工を設けること。  

2 前項の堤防で越波のおそれがあるものには、同項に規定するもののほか、

必要に応じ、次に掲げる措置を講ずるものとする。  
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(1) 天端及び裏法面をコンクリートその他これに類するもので覆うこと。  

(2) 裏法尻に沿って排水路を設けること。 

(背水区間の堤防の高さ及び天端幅の特例)  

第13条 甲河川と乙河川が合流することにより乙河川に背水が生ずることと

なる場合においては、合流箇所より上流の乙河川の堤防の高さは、第6条

第1項の規定により定められるその箇所における甲河川の堤防の高さを下

回らないものとするものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高

く、かつ、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる区間及び

逆流を防止する施設によって背水が生じないようにすることができる区間

にあっては、この限りでない。  

2 前項本文の規定により乙河川の堤防の高さが定められる場合においては、

その高さと乙河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、

0.6メートルを加えた高さとが一致する地点から当該合流箇所までの乙河

川の区間(以下｢背水区間｣という。)の堤防の天端幅は、第7条の規定によ

り定められるその箇所における甲河川の堤防の天端幅を下回らないものと

するものとする。ただし、堤内地盤高が計画高水位より高く、かつ、地形

の状況等により治水上の支障がないと認められる区間にあっては、この限

りでない。  

(天端幅の規定の適用除外等) 

第 14 条 その全部又は主要な部分がコンクリート、鋼矢板又はこれらに準

ずるものによる構造の堤防については、第 7 条及び前条第 2 項の規定は、

適用しない。  

2 胸壁を有する堤防に関する第7条及び前条第2項の規定の適用については、

胸壁を除いた部分の上面における堤防の幅から胸壁の直立部分の幅を減じ

たものを堤防の天端幅とみなす。  

(連続しない工期を定めて段階的に築造される堤防の特例)  

第15条 堤防の地盤の地質、対岸の状況、上流及び下流における河岸及び堤

防の高さその他の特別の事情により、連続しない工期を定めて段階的に堤

防を築造する場合においては、それぞれの段階における堤防について、計
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画堤防の高さと当該段階における堤防の高さとの差に相当する値を計画高

水位から減じた値の水位を計画高水位とみなして、この章(第13条及び前

条を除く。)の規定を準用する。 

第3章 床止め  

(構造の原則) 

第16条 床止めは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造

とするものとする。  

2 床止めは、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさな

い構造とするものとする。  

(護床工)  

第17条 床止めを設ける場合において、これを接続する河床の洗掘を防止す

るため必要があるときは、適当な護床工を設けるものとする。  

(護岸)  

第18条 床止めを設ける場合においては、流水の変化に伴う河岸又は堤防の

洗掘を防止するため、次の各号に定めるところにより、護岸を設けるもの

とする。ただし、地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない

場合その他治水上の支障がないと認められる場合は、この限りでない。 

(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は、上流側は床止めの上流端から

10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいず

れか上流側の地点から、下流側は水叩きの下流端から15メートルの地点

又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点

までの区間以上の区間に設けること。  

(2) 前号に掲げるもののほか、河岸又は堤防の護岸は、湾曲部であること

その他河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。  

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護

岸の高さは、計画高水位以上とすること。ただし、床止めの設置に伴い

流水が著しく変化することとなる区間にあっては、河岸又は堤防の高さ

とすること。  

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは、低水路の河岸の高さとすること。  
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(魚道) 

第 19 条 床止めを設ける場合において、魚類の遡上等を妨げないようにす

るため必要があるときは、次の各号に定めるところにより、魚道を設ける

ものとする。  

(1) 床止めの直上流部及び直下流部における通常予想される水位変動に対

して魚類の遡上等に支障のないものとすること。  

(2) 床止めに接続する河床の状況、魚道の流量、魚道において対象とする

魚種等を適切に考慮したものとすること。 

第4章 堰 

(構造の原則)  

第20条 堰は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構造とす

るものとする。  

2 堰は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の河岸及び河

川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに堰に接続する河床の洗

掘の防止について適切に配慮された構造とするものとする。  

(流下断面との関係)  

第21条 可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲート及びこれを支持す

る堰柱に限る。)以外の部分及び固定堰は、流下断面(計画横断形が定めら

れている場合には、当該計画横断形に係る流下断面を含む。以下この条に

おいて同じ。)内に設けてはならない。ただし、山間狭さく部であること

その他河川の状況、地形の状況等により治水上の支障がないと認められる

とき、及び河床の状況により流下断面内に設けることがやむを得ないと認

められる場合において、治水上の機能の確保のため適切と認められる措置

を講ずるときは、この限りでない。  

(可動堰の可動部のゲートの構造) 

第22条 可動堰の可動部のゲート(バルブを含む。以下この章において同

じ。)は、確実に開閉し、かつ、必要な水密性及び耐久性を有する構造と

するものとする。 

2 可動堰の可動部のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うこと
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ができる構造とするものとする。  

(可動堰の可動部のゲートの高さ)  

第23条 可動堰の可動部の引上げ式ゲートの 大引上げ時における下端の高

さは、計画高水位に0.6メートルを加えた値以上で、当該地点における河

川の両岸の堤防(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の

高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められ

るとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤

防)の表法肩を結ぶ線の高さを下回らないものとするものとする。  

2 可動堰の可動部の起伏式ゲートの倒伏時における上端の高さは、可動堰

の基礎部(床版を含む。)の高さ以下とするものとする。  

(可動堰の可動部の引上げ式ゲートの高さの特例)  

第 24 条 背水区間に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲートの 大引上げ

時における下端の高さは、治水上の支障がないと認められるときは、前条

第 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる高さのうちいずれか高い方の高さ

以上とすることができる。  

(1) 当該河川に背水が生じないとした場合に定めるべき計画高水位に、

0.6メートルを加えた高さ  

(2) 計画高水位  

2 地盤沈下のおそれがある地域に設ける可動堰の可動部の引上げ式ゲート

の 大引上げ時における下端の高さは、前条第1項及び前項の規定による

ほか、予測される地盤沈下及び河川の状況を勘案して必要と認められる高

さを下回らないものとする。  

(管理施設) 

第25条 可動堰には、必要に応じ、管理橋その他の適当な管理施設を設ける

ものとする。  

(護床工等)  

第26条 第17条から第19条までの規定は、堰を設ける場合について準用する。 

(洪水を分流させる堰に関する特例) 

第27条 第21条及び第23条の規定は、洪水を分流させる堰については、適用

- 96 -



しない。 

第5章 水門及び樋門 

(構造の原則)  

第28条 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全

な構造とするものとする。  

2 水門及び樋門は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、付近の

河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに水門又は樋

門に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするもの

とする。  

(構造)  

第29条 水門及び樋門(ゲート及び管理施設を除く。)は、鉄筋コンクリート

構造又はこれに準ずる構造とするものとする。  

2 樋門は、堆積土砂等の排除に支障のない構造とするものとする。  

(断面形)  

第30条 河川を横断して設ける水門及び樋門の流水を流下させる部分の断面

形は、計画高水流量を勘案して定めるものとする。  

2 前項の規定は、河川以外の水路が河川に合流する箇所において当該水路

を横断して設ける水門及び樋門について準用する。  

(河川を横断して設ける水門)  

第31条 第21条の規定は、河川を横断して設ける水門について準用する。こ

の場合において、第21条中｢可動堰の可動部(流水を流下させるためのゲー

ト及びこれを支持する堰柱に限る。)以外の部分及び固定堰｣とあるのは、

｢水門のうち流水を流下させるためのゲート及び門柱以外の部分｣と読み替

えるものとする。  

2 河川を横断して設ける樋門で2門以上のゲートを有するものの内法幅は、

5メートル以上とするものとする。ただし、内法幅が内法高の2倍以上とな

るときは、この限りでない。  

(ゲート等の構造)  

第32条 水門及び樋門のゲートは、確実に開閉し、かつ、必要な水密性を有
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する構造とするものとする。  

2 水門及び樋門のゲートは、鋼構造又はこれに準ずる構造とするものとす

る。 

3 水門及び樋門のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことが

できる構造とするものとする。  

(水門のゲートの高さ等) 

第33条 水門のカーテンウォールの上端の高さ又はカーテンウォールを有し

ない水門のゲートの閉鎖時における上端の高さは、水門に接続する堤防

(計画横断形が定められている場合において、計画堤防の高さが現状の堤

防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認められるとき、又は計

画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、計画堤防)の高さを下

回らないものとするものとする。  

2 第23条第1項の規定は、河川を横断して設ける水門(流水を分流させる水

門を除く。)のカーテンウォール及びゲートの高さについて、第24条の規

定は、河川を横断して設ける水門のカーテンウォール及びゲートの高さに

ついて準用する。この場合において、これらの規定中｢可動堰の可動部の

引上げ式ゲートの 大引上げ時における下端の高さ｣とあるのは、｢水門の

カーテンウォールの下端の高さ及び水門の引上げ式ゲートの 大引上げ時

における下端の高さ｣と読み替えるものとする。  

(管理施設等)  

第34条 第25条の規定は、水門及び樋門について準用する。  

2 水門は、次に定めるところにより、管理用通路としての効用を兼ねる構

造とするものとする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路がある

場合は、この限りでない。  

(1) 管理橋の幅員は、水門に接続する管理用通路の幅員を考慮した適切な

値とすること。  

(2) 管理橋の設計自動車荷重は、20トンとすること。ただし、管理橋の幅

員が3メートル未満の場合は、この限りでない。  

(護床工等)  
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第35条 第17条及び第18条の規定は、水門又は樋門を設ける場合について準

用する。 

第6章 橋  

(河川区域内に設ける橋台の構造の原則)  

第36条 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の流水の作用に

対して安全な構造とするものとする。  

2 河川区域内に設ける橋台は、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げ

ず、付近の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさず、並びに

橋台に接続する河床の洗掘の防止について適切に配慮された構造とするも

のとする。  

(橋台) 

第37条 堤防に設ける橋台は、堤防の表法肩より表側の部分に設けてはなら

ない。  

2 堤防に設ける橋台の表側の面は、堤防の法線に平行して設けるものとす

る。ただし、堤防の構造に著しい支障を及ぼさないために必要な措置を講

ずるときは、この限りでない。  

3 堤防に設ける橋台の底面は、堤防の地盤に定着させるものとする。  

(桁下高等）  

第38条 第23条第1項及び第24条の規定は、橋の桁下高について準用する。

この場合において、これらの規定中｢可動堰の可動部の引上げ式ゲートの

大引上げ時における下端の高さ｣とあるのは、｢橋の桁下高｣と読み替え

るものとする。  

2 橋面(路面、地覆その他流水又は波浪が橋を通じて河川外に流出すること

を防止するための措置を講じた部分をいう。)の高さは、背水区間におい

て、橋が横断する堤防(計画横断形が定められている場合において、計画

堤防の高さが現状の堤防の高さより低く、かつ、治水上の支障がないと認

められるとき、又は計画堤防の高さが現状の堤防の高さより高いときは、

計画堤防)の高さ以上とするものとする。  

(護岸等)  
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第39条 第17条及び第18条の規定は、橋を設ける場合について準用する。 

2 前項の規定による場合のほか、橋の下の河岸又は堤防を保護するため必

要があるときは、河岸又は堤防をコンクリートその他これに類するもので

覆うものとする。  

(管理用通路の構造の保全) 

第40条 橋(取付部を含む。)は、管理用通路の構造に支障を及ぼさない構造

とするものとする。  

2 管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は、管

理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は、当該計画さ

れている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要

な施設を設けた構造とする。ただし、管理用通路に代わるべき適当な通路

がある場合は、この限りでない。  

(適用除外)  

第41条 第37条第1項及び第2項並びに第38条の規定は、遊水地その他これら

に類するものの区域(橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の

勾配、川幅その他河川の状況等により治水上の支障があると認められる区

域を除く。)内に設ける橋及び治水上の影響が著しく小さいものとして低

水路に設ける橋で可動式とする等の特別の措置を講じたものについては、

適用しない。  

2 この章(第38条及び前条を除く。)の規定は、堰又は水門と効用を兼ねる

橋及び樋門に附属して設けられる橋については、適用しない。 

第7章 伏せ越し  

(適用の範囲)  

第42条 この章の規定は、用水施設又は排水施設である伏せ越しについて適

用する。  

(構造の原則) 

第43条 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の流水の作用に対して安全な構

造とするものとする。  

2 伏せ越しは、計画高水位以下の水位の洪水の流下を妨げず、並びに付近
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の河岸及び河川管理施設の構造に著しい支障を及ぼさない構造とするもの

とする。 

(構造) 

第44条 堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以

下この項において同じ。)を横断して設ける伏せ越しにあっては、堤防の

下に設ける部分とその他の部分とは、構造上分離するものとする。ただし、

堤防の地盤の地質、伏せ越しの深さ等を考慮して、堤防の構造に支障を及

ぼすおそれがないときは、この限りでない。  

2 第29条の規定は、伏せ越しの構造について準用する。  

(ゲート等) 

第45条 伏せ越しには、流水が河川外に流出することを防止するため、河川

区域内の部分の両端又はこれに代わる適当な箇所に、ゲート(バルブを含

む。次項において同じ。)を設けるものとする。ただし、地形の状況によ

り必要がないと認められるときは、この限りでない。  

2 前項のゲートの開閉装置は、ゲートの開閉を確実に行うことができる構

造とするものとする。  

3 第25条の規定は、伏せ越しについて準用する。  

(深さ) 

第46条 伏せ越しは、低水路(計画横断形が定められている場合には、当該

計画横断形に係る低水路を含む。以下この条において同じ。)の表面から、

堤防(計画横断形が定められている場合には、計画堤防を含む。以下この

条において同じ。)の下の部分においては堤防の地盤面から、それぞれ深

さ2メートル以上の部分に設けるものとする。ただし、河床の変動が極め

て小さいと認められるとき、又は河川の状況その他の特別の事情によりや

むを得ないと認められるときは、それぞれ低水路の河床の表面又は堤防の

地盤面より下の部分に設けることができる。  

第8章 雑則 

(適用除外)  

第47条 この条例の規定は、次に掲げる河川管理施設又は許可工作物(以下
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｢河川管理施設等｣という。）については、適用しない。  

(1) 治水上の機能を早急に向上させる必要がある小区間の河川における応

急措置によって設けられる河川管理施設等 

(2) 臨時に設けられる河川管理施設等 

(3) 工事を施行するために仮に設けられる河川管理施設等  

(4) 特殊な構造の河川管理施設等で、市長がその構造が第 2 章から第 7 章

までの規定によるものと同等以上の効力があると認めるもの 

(計画高水流量等の決定又は変更があった場合の適用の特例)  

第48条 河川管理施設等が、これに係る工事の着手(許可工作物にあっては、

法第26条の許可。以下この条において同じ。)があった後における計画高

水流量、計画横断形又は計画高水位(以下この条において｢計画高水流量

等｣という。)の決定又は変更によってこの条例の規定に適合しないことと

なった場合においては、当該河川管理施設等については、当該計画高水流

量等の決定又は変更がなかったものとみなして当該規定を適用する。ただ

し、工事の着手が当該計画高水流量等の決定又は変更の後である改築(災

害復旧又は応急措置として行われるものを除く。)に係る河川管理施設等

については、この限りでない。  

(小河川の特例) 

第49条 計画高水流量が1秒間につき100立方メートル未満の小河川に設ける

河川管理施設等については、河川管理上の支障があると認められる場合を

除き、次の各号に定めるところによることができる。 

(1) 堤防の天端幅は、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が

0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量に応じ、次の表

の右欄に掲げる値以上とすること。 

計画高水流量 

(単位 1秒間につき立方メートル) 

天端幅 

(単位 メートル) 

50未満 2 

50以上100未満 2.5 

(2) 堤防の高さは、計画高水位が堤内地盤高より高く、かつ、その差が
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0.6メートル未満である区間においては、計画高水流量が1秒間につき50

立方メートル未満であり、かつ、堤防の天端幅が2.5メートル以上であ

る場合は、計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。 

(3) 堤防に設ける管理用通路は、川幅が 10 メートル未満である区間にお

いては、幅員は 2.5 メートル以上とし、建築限界は、次の図に示すとこ

ろによること。 

 

(4) 伏せ越しについては、第46条中｢2メートル｣とあるのは、｢1メートル｣

と読み替えて同条の規定を適用すること。  

 

附 則 

この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 ３３ 号 

 

燕市道路占用料徴収条例の一部改正について 

 

 燕市道路占用料徴収条例（平成１８年燕市条例第１５８号）の一部を次の

ように改正するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 燕市道路占用料徴収条例(平成18年燕市条例第158号)の一部を次のように

改正する。 

 

別表中「政令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。」を「政

令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。」に、 

 

政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び

同条第3号に掲げる工事用材料 

占用面積1平方

メートルにつき

1月 

200

政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び

同条第5号に掲げる施設 

100

 

政令第7条第2号に掲げる工作物 

 

占用面積1平方

メートルにつき

1年 

1,000

政令第7条第3号に掲げる施設 

 

Aに0.028を乗

じて得た額 

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び

同条第5号に掲げる工事用材料 

占用面積1平方

メートルにつき

1月 

200

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び

同条第7号に掲げる施設 

100

 

「政令第7条第6号に掲げる施設」を「政令第7条第8号に掲げる施設」に、

「政令第7条第7号に掲げる施設」を「政令第7条第9号に掲げる施設」に、

「政令第7条第8号に掲げる施設及び自動車駐車場」を「政令第7条第10号に

掲げる施設及び自動車駐車場」に、「政令第7条第9号に掲げる応急仮設建築

物」を「政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物」に、「政令第7条第10号

に掲げる器具」を「政令第7条第12号に掲げる器具」に、「政令第7条第11号

に掲げる施設」を「政令第7条第13号に掲げる施設」に改める。 

 同表備考7中「政令第7条第6号に掲げる施設」を「政令第7条第8号に掲げ

る施設」に、「同条第11号に掲げる施設」を「同条第13号に掲げる施設」に

「  

「  

」  

」  

を  

に、  
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改める。 

 

   附 則 

 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 
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議案第 ３４ 号 

 

燕市営住宅条例の一部改正について 

 

 燕市営住宅条例（平成１８年燕市条例第１６０号）の一部を次のように改

正するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市営住宅条例の一部を改正する条例 

 

 燕市営住宅条例(平成18年燕市条例第160号)の一部を次のように改正する。 

 

 目次中「第2章 市営住宅の設置(第3条)」を 

「第2章 市営住宅の設置(第3条) 

第2章の2 市営住宅等の整備基準(第3条の2)」 

 第2章の次に次の1章を加える。 

   第2章の2 市営住宅等の整備基準 

 (整備基準) 

第3条の2 法第5条第1項及び第2項に規定する条例で定める整備基準は、次

の各号に定めるところによる。 

(1) 市営住宅及び共同施設(以下この条において「市営住宅等」という。)は、

その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整

備するものとする。 

(2) 市営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって

便利で快適なものとなるように整備するものとする。 

(3) 市営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、

規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建

設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。 

(4) 前3号に定めるもののほか、市営住宅等及びその敷地に関する基準は、

規則で定める。 

第6条第1項第2号アを次のように改める。 

ア 入居者の心身の状況又は世帯構成、災害により住宅に困窮している

ことその他のやむを得ない事由の有無、区域内の住宅事情その他の事

情を勘案し、特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定め

る場合 214,000円 

第 6条 第 1項 第 2号 イ 中 「 政 令 第 6条 第 5項 第 2号 に 規 定 す る 金 額 」 を

「214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)」に改

に改める。  
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め、同号ウ中「政令第6条第5項第3号に規定する金額」を「158,000円」に改

め、同条第2項中「身体障害者」を「身体障がい者、災害により住宅に困窮

している者」に改める。 

 第13条第2項を次のように改める。 

2 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしてはな

らない。 

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項

第2号に規定する金額を超えるとき。 

(2) 前項の新たに同居させようとする入居の際に同居した親族以外の者が

暴力団員であるとき。 

第51条第4項中「身体障害者」を「身体障がい者」に改める。 

別表第1の1市営住宅の表中 

「 

西太田 

1号団地 

燕市吉田西太田 

307番地1 

木造平屋建 4 昭和41年度 
を 

                   」 

「 

西太田 

1号団地 

燕市吉田西太田

307番地1 

木造平屋建 3 

 

昭和41年度 
 に改める。

                            」 

   附 則 

この条例は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 
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議案第 ３５ 号 

 

燕市有吉田東栄町住宅条例の一部改正について 

 

 燕市有吉田東栄町住宅条例（平成２０年燕市条例第４１号）の一部を次の

ように改正するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力   

 

 

 

 

記 
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   燕市有吉田東栄町住宅条例の一部を改正する条例 

 

 燕市有吉田東栄町住宅条例(平成20年燕市条例第41号)の一部を次のように

改正する。 

 

 第2条の表中 

「 

吉田東栄町

住宅 

燕市吉田

東栄町4番 

簡易耐火構

造平屋建 

26 昭和39

年度 
 を 

                          」 

「 

吉田東栄町

住宅 

燕市吉田

東栄町4番 

簡易耐火構

造平屋建 

24 昭和39

年度 
 に改める。 

                          」 

 

   附 則 

この条例は、平成25年4月1日から施行する。 

  

- 111 -



議案第 ３６ 号 

 

燕市下水道条例の一部改正について 

 

 燕市下水道条例（平成１８年燕市条例第１６８号）の一部を次のように改

正するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力 

 

 

 

 

記 
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   燕市下水道条例の一部を改正する条例 

 

 燕市下水道条例(平成18年燕市条例第168号)の一部を次のように改正する。 

 

目次中「第4章 公共下水道の使用(第10条―第26条)」を 

  第4章 公共下水道の使用(第10条―第26条) 

 第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等   に 

(第27条―第31条) 

「第 5 章 都市下水路(第 27 条・第 28 条)」を「第 6 章 都市下水路の施設

に関する構造及び維持管理の基準等(第 32 条―第 35 条)」に、「第 6 章 雑

則(第 29 条―第 34 条)」を「第 7 章 雑則(第 36 条―第 41 条)」に、「第 7

章 罰則(第 35 条・第 36 条)」を「第 8 章 罰則(第 42 条・第 43 条)」に改

める。 

 第1条中「その管理及び使用」の次に「並びに施設の構造及び維持管理の

基準等」を加える。 

 第2条中第16号を第18号とし、第6号から第15号までを2号ずつ繰下げ、第5

号の次に次の2号を加える。 

(6) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。 

(7) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。 

第7章を第8章とする。 

第36条を第43条とする。 

 第35条第9号中「第30条第2項」を「第37条第2項」に、「第31条第2項」を

「第38条第2項」に改め、同条を第42条とする。 

第6章を第7章とする。 

 第34条を第41条とし、第29条から第33条までを7条ずつ繰下げる。 

「第5章 都市下水路」を「第6章 都市下水路の施設に関する構造及び維

持管理の基準等」に改める。 

 第28条を第35条とし、第27条を第34条とし、第6章中同条の前に次の2条を

加える。 

「  

」  
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(都市下水路の構造の基準) 

第32条 第27条、第28条及び第30条の規定は、都市下水路の構造の基準につ

いて準用する。 

(都市下水路の維持管理の基準) 

第33条 都市下水路の維持管理の基準は、次のとおりとする。 

(1) しゅんせつは、一年に一回以上行うこと。ただし、下水の排除に支障

がない部分については、この限りでない。 

(2) 洗浄ゲートその他の洗浄のための施設があるときは、洗浄は、一月に

一回以上行うこと。 

 第4章の次に次の1章を加える。 

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等 

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準) 

第27条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。

第29条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。 

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。 

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の

浸入を 小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水

を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機

能を有するものとすることができる。 

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずる

おそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては覆い又

は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置

が講ぜられていること。 

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレ

ス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜ

られていること。 

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、

可撓
とう

継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。 

(排水施設の構造の基準) 
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第28条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりと

する。 

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らない

ものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下さ

せることができるものとすること。 

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減

勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。 

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急

激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を

緩和する措置が講ぜられていること。 

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する

箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けるこ

と。 

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホール

にあっては、密閉することができる蓋)を設けること。 

(処理施設の構造の基準) 

第29条 第27条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限

る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。 

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられているこ

と。 

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥

の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健

康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置が講ぜられていること。 

(適用除外) 

第30条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。 

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道 

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道 

(終末処理場の維持管理に関する基準) 

第31条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。 
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(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化

を生じないようにエアレーションを調節すること。 

(2) 沈砂池又は沈澱池のどろだめに砂、汚泥等が満ちたときは、速やかに

これを除去すること。 

(3) 急速濾
ろ

過法によるときは、濾
ろ

床が詰まらないよう定期的にその洗浄等

を行うとともに濾
ろ

材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。 

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。 

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清

潔を保持すること。 

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残

さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう

規則で定める措置を講ずること。 

 

附 則 

(施行期日) 

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。 

(経過措置) 

2 この条例の施行日に既に存する施設で第27条から第29条までの規定に適

合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る)は、

なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われる

もの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除

く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、

この限りでない。 
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議案第 ３７ 号 

 

燕市下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正について 

 

 燕市下水道事業受益者負担に関する条例（平成１８年燕市条例第１６９

号）の一部を次のように改正するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力 

 

 

 

 

記 
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   燕市下水道事業受益者負担に関する条例の一部を改正する条例 

 

 燕市下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年燕市条例第169号)の一

部を次のように改正する。 

 

別表中「一宅地」を「一土地（1筆の土地又は隣接する2筆以上の土地で形

状及び利用状況により一体をなしていると認められる土地をいう。以下同

じ。）」に改め、「併せ持っている建物」の次に「をいう。」を加え、「水道メ

ーターの口径別に、」の次に「一土地につき」を加える。 

 

附 則 

この条例は、平成25年4月1日から施行する。 
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議案第 ３８ 号 

 

燕市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者 

の資格基準に関する条例の制定について 

 

 燕市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格

基準に関する条例を次のように制定するものとする。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 
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   燕市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の

資格基準に関する条例 

 

(目的) 

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第

12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなけれ

ばならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監

督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並び

に水道技術管理者に必要な資格基準について定めることを目的とする。 

(布設工事監督者を配置する工事) 

第2条 法第12条第1項に規定する布設工事監督者が監督業務を行うべき水

道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号

に掲げる増設若しくは改造の工事とする。 

(1) 1日 大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工

事 

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大

規模の改造に係る工事 

(布設工事監督者の資格) 

第3条 法第12条第2項に規定する布設工事監督者は、次の各号のいずれかに

該当する資格を有する者とする。 

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学（短期大学を除く。以下

同じ。）の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水

道工学に関する学科目を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において

衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、

3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(3) 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において土木科又はこれ

に相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実
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務に従事した経験を有する者 

(4) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれ

に相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実

務に従事した経験を有する者 

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科に

おいて1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、

又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修

了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあって

は2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目

又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、

それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修

得した後、それぞれ当該各号に規定する 低経験年数以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者 

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験の

うち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道

又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する

技術上の実務に従事した経験を有する者 

(水道技術管理者の資格) 

第4条 法第19条第3項に規定する水道技術管理者は、次の各号のいずれか

に該当する資格を有する者とする。 

(1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者 

(2) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の

工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当

する学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校を卒業した

者にあっては4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者にあって

は6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者にあっては8年以上

水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 
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(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(4) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、

農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外

の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者にあ

っては5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者にあっては7年以上、

同条第4号に規定する学校の卒業者にあっては9年以上水道に関する技術

上の実務に従事した経験を有する者 

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学

科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修

得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する 低

経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程

を修了した者 

 

   附 則 

この条例は、平成25年4月1日から施行する。 

 

- 122 -



議案第 ３９ 号 

 

燕市水道事業の設置等に関する条例の一部改正について 

 

 燕市水道事業の設置等に関する条例（平成１８年燕市条例第１７０号）の

一部を次のように改正するものとする。 

 

              平成２５年 ３  月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力  

 

 

 

 

記 
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   燕市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

 

 燕市水道事業の設置等に関する条例(平成18年燕市条例第170号)の一部を

次のように改正する。 

 

 第4条の次に次の1条を加える。 

 (資本剰余金の処分) 

第4条の2 資本剰余金に整理すべき資本的支出に充てるために交付された補

助金、負担金その他これらに類する金銭又は物件(以下「補助金等」とい

う。)をもって取得した資産で、当該資産の取得に要した価額からその取

得のために充てた補助金等の金額に相当する金額(物件にあっては、その

適正な見積価額をいう。)を控除した金額を帳簿原価又は帳簿価額とみな

して減価償却を行うもののうち、減価償却を行わなかった部分に相当する

ものが滅失し、又はこれを譲渡し、撤去し、若しくは廃棄した場合におい

て、損失を生じたときは、当該資本剰余金を取り崩して当該損失を埋める

ことができる。 

 

   附 則 

この条例は、平成25年4月1日から施行する。 
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議案第  ４０  号  

 

燕市の特定の事務を取り扱わせる郵便局の指定について  

 

 地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律（平成１３

年法律第１２０号）第３条第１項の規定により、次のとおり燕市の特定の事務

を取り扱わせる郵便局を指定することについて、同条第３項の規定により議決

を求める。  

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力  

 

 

 

 

記 
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1 郵便局の名称  

越後吉田郵便局  

分水郵便局  

 

2 郵便局取扱事務 

(1) 戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書の交付（当該戸籍に記載され、

又は記録されている者に対するものに限る。）の請求の受付並びに当該請

求に係る戸籍の全部事項証明書及び個人事項証明書の引渡し 

(2) 納税証明書の交付（当該納税証明書に記載され、又は記録されている者

に対するものに限る。）の請求の受付及び当該請求に係る納税証明書の引

渡し 

(3) 住民票の写しの交付（当該住民票に記載され、又は記録されている者に

対するものに限る。）の請求の受付及び当該請求に係る住民票の写しの引

渡し 

(4) 印鑑登録証明書の交付（当該印鑑登録証明書に記載されている者に対す

るものに限る。）の請求の受付及び当該請求に係る印鑑登録証明書の引渡

し 

 

3 郵便局取扱事務を取り扱う期間 

  平成 25 年 6 月 1 日から平成 26 年 3 月 31 日までとする。 

  ただし、この期間満了の 3 月前までに燕市、郵便局株式会社いずれからも

特別の意思表示がないときは、取扱期間をさらに 1 年間延長することとし、

以後も同様とする。 
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議案第  ４１  号  

 

市道路線の認定について  

 

 次のとおり、市道路線を認定するものとする。  

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

 

 

 

記 

 

＜案＞  
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整理
番号

路 線 名 起　　　点 終　　　点 延長（ｍ）

1 吉田法花堂45号線 吉田法花堂1391-11 吉田法花堂1391-1 60

2 水道町四丁目30号線 水道町四丁目625-3 水道町四丁目626-6 45

市道路線認定調書
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    1 10, 000 

  1 2, 500 
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    1 10, 000 

 

  1 2, 500 

- 130 -



議案第 ４２ 号 

 

他の団体の公の施設の利用に関する協議について 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の３第２項の規定によ

り、次のとおり平成２５年４月１日から弥彦村の公の施設を利用する。 

 

              平成２５年 ３ 月 ８ 日 提 出      

                 燕 市 長  鈴 木   力    

 

記 

 

１ 目的 

弥彦村の公共下水道施設を利用することにより、同村と境界を接する燕 

市の住民の福祉の向上と便益を図るため。 

２ 使用者 

平成２４年３月３０日付け、新潟県下水第４４６号により認可された燕 

市公共下水道（西川処理区）事業計画に定める分水第１処理分区の区域内 

において下水を弥彦村が整備した施設を利用して流域下水道に排除してこ 

れを使用する者。 

３ 使用料 

  下水道使用料は、燕市が同市条例を適用し、使用者から徴収するものと

する。 

４ 経費の負担 

  弥彦村の施設の維持管理費の経費のうち、燕市の住民に係るものについ 

ては、燕市が負担するものとし、その額及び納付時期については、燕市長 

と弥彦村長が協議して定めるものとする。 
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